
 

 

 

２０１０年度 点検評価改善報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１０年度 点 検 項 目             

    

１．大学・大学短期大学部の沿革・現況等 

 

 ２．建学の精神、大学・大学短期大学部の基本理念、教育目的、個性・特色等 

 

３．キリスト教教育  

 

４．教育活動  

   ①大学 保健福祉学部  

②大学 人文学部  

③大学短期大学部  

④大学 保健福祉学部 看護学科      

⑤大学 保健福祉学部 福祉学科      

⑥大学 保健福祉学部 栄養学科          

⑦大学 人文学部 英語学科       

⑧大学 人文学部 観光文化学科  

⑨大学 助産別科    

   ⑩大学短期大学部 生活創造学科     

⑪大学短期大学部 保育科          

 

   

５．委員会 

①  教務委員会  

②  学生委員会  

③  就職委員会  

④  宗教委員会  

⑤  研究紀要委員会  

⑥  公開講座委員会  

⑦  教職課程委員会  

⑧  大学キャンパス・ハラスメント防止・対策委員会  

⑨  国際交流委員会  

⑩  学生募集委員会  

⑪  教育経費予算配分委員会  

⑫  倫理審査委員会  

⑬  学生個人情報保護委員会  

⑭  情報システム管理運用委員会  

⑮  図書委員会  

⑯  人事委員会  

 

６．執行機関  

①入試部 入試課  

   ②教務部 教務課  

  ③学生部 学生課 

   ④学生部 就職課  

⑤事務部 庶務課  

   ⑥事務部 会計課  

   ⑦事務部 施設課  

⑧事務部 情報システム管理課  

   ⑨附属図書館 図書課  

 



 

７．社会的活動・社会的債務  

 

８．教育研究活動報告 

   ①大学 保健福祉学部 看護学科  

   ②大学 保健福祉学部 福祉学科 

   ③大学 保健福祉学部 栄養学科         

   ④大学 人文学部 英語学科  

   ⑤大学 人文学部 観光文化学科  

   ⑥大学 助産別科  

⑦大学短期大学部 生活創造学科  

⑧大学短期大学部 保育科  

 

９．自己点検・評価活動  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

１． 大学・大学短期大学部の 

  沿 革 ・ 現 況 



２０１０ 年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙  

（大学・大学短期大学部の沿革・現況等用） 

                 

項 目 名  大学・大学短期大学部の沿革・現況等  

作 成 者  学長 植田浩司  

 

法  人  及  び  大  学  ・  短  期  大  学  の  概  要  

名 称  学校法人 西南女学院  

所在地  福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－１  

理事長  田 中 綜 二  
法   人  

院 長  岩 阪 憲 和  

名 称  西南女学院大学  

所在地  福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－５  

学 長  植 田 浩 司  

大   学  

学部の

構成  

保健福祉学部  

看護学科  

 福祉学科  

 栄養学科  

人文学部  

 英語学科  

 観光文化学科  

助産別科  

名 称  西南女学院大学短期大学部  

所在地  福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－２  

学 長  植 田 浩 司  
短 期 大 学 

学科の

構成  

生活創造学科  

保育科  

 

法  人  が  設  置  す  る  他  の  教  育  機  関  の  概  要  

名 称  西南女学院中学校・高等学校  中 学 校  

高 等 学 校 所在地  福岡県北九州市小倉北区上到津１－１０－１  

名 称  西南女学院大学短期大学部附属シオン山幼稚園  
幼 稚 園  

所在地  福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－４  

 

沿                  革  

1922 年 

 

 

1935 年 

1938 年 

1946 年 

1947 年 

1948 年 

1950 年 

1951 年 

1952 年 

1958 年 

3 月 

 

 

3 月 

4 月 

3 月 

4 月 

3 月 

3 月 

2 月 

2 月 

4 月 

J.H.ロウ氏設立者となり、修業年限５か年の高等女学校として西南女学

院設立。  

C.H.ロウ女史初代院長就任。  

西南家政学院（高女卒業後１か年）設立。  

財団法人西南女学院設立認可。  

西南女学院専門学校設立。英語科、生活科を置く。  

西南女学院中学校（新制）設置。  

西南女学院高等学校（新制）設置。  

西南女学院短期大学設立。英語科（80 名）、家政科（80 名）を置く。  

学校法人西南女学院設立認可。  

西南女学院幼稚園設立認可。  

短期大学保育科増設。（50 名）  



 

1960 年 

1962 年 

1965 年 

1971 年 

1972 年 

1976 年 

 

1980 年 

 

1982 年 

1985 年 

1987 年 

1989 年 

1990 年 

1992 年 

 

1993 年 

 

 

1994 年 

 

 

 

 

1996 年 

1997 年 

 

1999 年 

 

2000 年 

 

2001 年 

 

 

 

2002 年 

 

 

 

2003 年 

 

2004 年 

2006 年 

2008 年 

2009 年 

 

2010 年 

 

4 月 

10 月 

4 月 

4 月 

4 月 

4 月 

 

4 月 

 

4 月 

6 月 

4 月 

7 月 

10 月 

2 月 

 4 月 

4 月 

 

12 月 

1 月 

3 月 

 

4 月 

5 月 

4 月 

12 月 

 

12 月 

 

4 月 

11 月 

8 月 

 

12 月 

 

4 月 

 

 

 

3 月 

 

4 月 

4 月 

4 月 

4月  

 

3月 

短期大学家政科に対し栄養士養成施設（栄養士課程）の指定を受く。  

短期大学家政科（120 名）定員増。  

西南女学院創立 40 周年記念式典挙行。  

短期大学英語科（100 名）、家政科（200 名）、保育科（80 名）定員増。  

短期大学食物栄養科増設。（120 名） 

西南女学院創立 50 周年記念式典挙行。  

短期大学家政科専攻分離。（家政専攻 100 名、被服専攻 100 名）  

短期大学英語科（200 名、保育科（150 名）定員増。  

中学校、高等学校一貫教育体制の確立に伴い、西南女学院中学校・高等

学校と名称変更。  

西南女学院創立 60 周年記念式典挙行。  

短期大学ティフト大学（米国・ジョージア州）と姉妹校締結。  

短期大学英語科（200 名→250 名）臨時定員増（1987 年度～1995 年度）。 

短期大学マーサー大学（米国・ジョージア州）と姉妹校締結。  

短期大学開学 40 周年記念式典挙行。  

短期大学培花女子専門大学（韓国・ソウル特別市）と姉妹校締結。  

西南女学院創立 70 周年記念式典挙行。  

短期大学家政科定員変更。  

（家政専攻 100 名→150 名、被服専攻 100 名→50 名）  

西南女学院大学保健福祉学部（看護学科・福祉学科）設置認可。  

保健婦・看護婦学校の指定を受ける。  

西南女学院大学献堂（竣工）式挙行。  

大学・短期大学図書館竣工。  

西南女学院大学第１回入学式挙行。  

西南女学院大学開学記念式典挙行。  

短期大学英語科臨時定員増期間延長。（1996 年度～1999 年度）  

保健福祉学部福祉学科定員増（80 名→140 名）認可。  

【1998 年 4 月より】 

保健福祉学部看護学科定員増（50 名→80 名）認可。  

【2000 年 4 月より】 

短期大学英語科臨時定員増恒常定員化。（200 名→250 名） 

短期大学開学 50 周年記念式典挙行。  

保健福祉学部栄養学科設置認可。  

【2002 年 4 月より】 

西南女学院大学人文学部人文学科設置認可。  

【2002 年 4 月より】 

短期大学家政科専攻分離廃止、生活創造学科に名称変更。  

短期大学英語科（同一法人の既設する西南女学院大学に新設の人文学部

人文学科に改組転換）・食物栄養科（同一法人の既設する西南女学院大学

保健福祉学部に新設の栄養学科に改組転換）学生募集停止。  

短期大学英語科、食物栄養科廃止。短期大学生活創造学科定員変更。  

（200 名→100 名） 

西南女学院短期大学を西南女学院大学短期大学部に名称変更。  

西南女学院大学人文学部英語学科及び観光文化学科開設。  

西南女学院大学助産別科開設。  

保健福祉学部福祉学科定員変更。（140 名→80 名）  

指定保育士養成施設開設。  

人文学科廃止。  

 



 

 

 

 

 

 

 

２．建 学 の 精 神、 

     大学・大学短期大学部の 

     基本理念、教育目的、 

     個 性・特 色 等 



２０１０ 年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（建学の精神、大学・大学短期大学部の基本理念、教育目的、個性・特色等用） 

 

項 目 名  建学の精神（大学・大学短期大学部の基本理念）、教育目的、個性・特色等  

作 成 者  学  長  植  田  浩  司  評価・改善責任者   

建学の精神  

（大学・大学

短期大学部の

基本理念を含

む）  

○建学の精神「感恩奉仕」について  

  ・大学及び大学短期大学部の建学の精神である。  

  ・「感恩」は、神の恩寵の中に生かされている感謝を、「奉仕」

は、隣人に愛をもって仕えることを意味する。  

  ・この精神は、キリスト教教育に基づく女子教育を行うにあ

たって、学院創設時に校訓として掲げられたものであり、

現在でも、学院全体で共有されている精神である。  

○建学の精神の起源  

 ・学院創設時に校訓として掲げられた「感恩奉仕」は、西南

女学院が目標とした個性教育と宗教教育を具現化する精神

であり１９２２年 7 月下旬に開催された西南女学院常任理

事会で確認されたものである。  

・「感恩奉仕」は、戦後の新制の西南女学院中学校・高等学

校においても校訓とされ１９５０年に設立された西南女

学院短期大学にも継承された。１９９４年の西南女学院大

学の設置に際して、校訓である「感恩奉仕」を建学の精神

として掲げ、今日に至っている。  

大学・大学短

期大学部の使

命・目的（教

育 目 的 を 含

む）  

○大学の目的（西南女学院大学学則第１条）  

  ・本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、キリスト教を教

育の基盤として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研

究するとともに、豊かな人間性を涵養し、もって人類の福祉

と文化の発展とに貢献する有為の人物を育成することを目的

とする。  

○大学短期大学部の目的（西南女学院大学短期大学部学則第１条）  

  ・本学は、キリスト教を教育の基本として女子に高い教養を授

けるとともに生活に必要な専門の教育を施し、よき社会人を

育成することを目的とする。  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

建学の精神、

使命・目的の

学内外への明

示方法  

○『CAMPUS LIFE 』（学生便覧）  

・学生、教職員に配付  

・「西南女学院の沿革と建学の精神」を掲載している  

○『西南女学院七十年史』  

・教職員に配付  

○各行事等での説明  

 （学生向け）  

・入学式学長式辞、新入生オリエンテーション、チャペルアワー 

 （教職員向け）  

  ・西南女学院職員研修懇談会（法人の全教職員が参加）  

・新任職員オリエンテーション  

・「聖書学課」（キリスト教を学ぶ場）  

○ホームページ  

  ・建学の精神を掲示している  

○『GUIDE BOOK』（大学案内）  

  ・建学の精神及び沿革を掲載している  



○その他広報手段  

・『広報西南女学院』  

  現旧理事、現旧評議員、現旧教職員、キリスト教学校教

育同盟加盟校、近隣大学、近隣高等学校・中学校・小学

校、諸教会  

・『西南女学院月報』  

現理事、現評議員、現教職員に配付  

大学・短期大

学の個性・特

色等  

○大学・大学短期大学部共通の個性・特色  

 ・キリスト教教育とチャペルアワーを持つことにより、キリスト

教に基づく使命感、優れた教養と知識を合わせもち、建学の精

神「感恩奉仕」を実践する女性の育成を使命としていることが

個性・特色である。  

○大学の個性・特色  

  大学は、各学部及び別科の個性・特色をとおして、総合的な人

間理解を目指す教育研究活動を展開している。  

  ・保健福祉学部における看護・福祉・栄養の統合教育。  

  ・人文学部における異文化理解・国際社会理解。  

  ・助産別科における自立した助産師の育成。  

○大学短期大学部の個性・特色  

  国内において最も古い歴史を持つ短期大学の一つとして、各学

科の個性・特色をとおして、知性と感性に優れた心豊かな女性を

育成する人間教育・人格教育を実践している。  

  ・生活創造学科における豊かな知性と感性を備える自立した生

活者の育成。  

  ・保育科における豊かな感性を有し、専門的知識と技術を備え

た保育者の養成。  



 

建学の精神  

（大学・大学

短期大学部の

基本理念を含

む）  

・建学の精神は堅持されている。  

・『CAMPUS LIFE』 (学生便覧 )や『GUIDE BOOK』 (大学案内 )

等でキリスト教に基づく女子教育、「感恩奉仕」の人材の育成に

関する記述を統一した。  

大学・大学短

期大学部の使

命・目的（教

育 目 的 を 含

む）  

○大学の目的（西南女学院大学学則第１条）  

 ・学則として規定されている。  

・学部学科及び別科の目的・組織は、学則の目的との関連性が保

たれている。  

○大学短期大学部の目的（西南女学院大学短期大学部学則第１条）  

・学則として規定されている。  

・学科の目的・組織は、学則の目的との関連性が保たれている。  

建学の精神、

使命・目的の

学内外への明

示方法  

・建学の精神「感恩奉仕」は、様々な媒体をとおして、学生、教職

員及び学外に周知されている。  

・学内の数か所に「感恩奉仕」の書を展示し、特に学生への周知に

努めた。  

・附属図書館での「復刻版聖書展」（所蔵している歴史的に有名な聖

書の復刻版を展示）は、学生及び教職員のキリスト教への関心・

理解を深めるための一助となったと考える。  

・今後も、より一層周知のための方策を充実させる必要がある。  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

大学・短期大

学の個性・特

色等  

○大学・大学短期大学部共通の個性・特色  

 ・建学の精神「感恩奉仕」を実践する女性の育成のために、キリ

スト教に基づく女子教育は実施されている。  

○大学の個性・特色  

 ・各学部及び別科の教育研究活動・学生生活支援によって、大学

の個性・特色として掲げる、総合的な人間理解を目指す教育研

究活動は着実に実施されている。  

・保健福祉学部における看護・福祉・栄養の統合教育の実践は特

筆すべきである。  

○大学短期大学部の個性・特色  

 ・各学科の教育研究活動・学生生活支援によって、大学短期大学

部の個性・特色として掲げる、知性と感性に優れた心豊かな女

性を育成する人間教育・人格教育が実施されている。  

 ・大学短期大学部の個性・特色を教育研究活動・学生生活支援に

一層反映させるために、教員組織及び学部・学科運営の在り方

について、大学短期大学部での共通認識が必要である。  

 



建学の精神  

（大学・大学

短期大学部の

基本理念を含

む）  

・今後も建学の精神の堅持に努める。  

・各種印刷物等における建学の精神に関する記述の確認を順次進め

ていく。  

・上記確認と併行して、必要に応じて記述の内容の訂正や追加を検

討する。  

・建学の精神を絶えず意識する中で、本学の教育研究及び管理運営

が進められるよう努める。  

大学・大学短

期大学部の使

命・目的（教

育 目 的 を 含

む）  

・今後も大学の目的 (西南女学院大学学則第１条 )及び大学短期大学

部の目的 (西南女学院大学短期大学部学則第１条 )の堅持に努め

る。  

・各学部学科及び別科の教育が、大学の目的及び大学短期大学部の

目的と合致しているかどうかの確認を続ける。  

・大学の目的及び大学短期大学部の目的を絶えず意識する中で、本

学の教育研究及び管理運営が進められるよう努める。  

建学の精神、

使命・目的の

学内外への明

示方法  

・今後も建学の精神の周知に努める。  

・効果的な周知の方法を引き続き検討する。  

・建学の精神を周知するための方策の充実については、法人本部と

協調して進める機会をもちたい。  

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

大学・短期大

学の個性・特

色等  

○大学・大学短期大学部共通の個性・特色  

 ・大学・大学短期大学部の特色は、キリスト教教育そしてキリス

ト教に基づく女子教育にある。キリスト教教育（様式３）の明

文化により本学の特色を加えていきたい。  

○大学の個性・特色  

 ・総合的な人間理解を目指す教育研究活動のさらなる充実。  

・大学の個性・特色が各学部及び別科の個性・特色に反映される

ような取り組みの奨励。  

○大学短期大学部の個性・特色  

 ・今後も、知性と感性に優れた心豊かな女性を育成する人間教育・

人格教育を実施していく。  

・教員組織及び学部・学科運営の在り方について、大学短期大学

部内で検討することとし、必要に応じて学長はじめ関係役職者

で課題を共有するとともに、短期大学の個性・特色の充実とい

う視点から、必要な支援を検討したい。  

 



 

 

 

 

 

 

 

３．キ リ ス ト 教 教 育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

２０１０ 年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（キリスト教教育用） 

 

項 目 名  キリスト教教育  

作 成 者  宗教主事 古川敬康  評価・改善責任者  学長 植田浩司  

教育目的  

本学は、「感恩奉仕」を建学の精神としており、キリスト教に基づ

く女子教育を堅持し、キリスト教教育による人間形成を行うことを

目的としている。本学の特徴は、この目的達成のために、キリスト

教を教育の基盤として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授・

研究することにある。  

キリスト教教

育に関連する

組織について  

１．チャペル礼拝を中心としたキリスト教教育の活動を企画する機

関として、「宗教委員会」がある。業務は、「学生の宗教指導に関

する事項」及び「その他宗教に関する事」を「審議」することに

ある。  

構成は、委員長である宗教主事及び「各学科から選出された代

表者各 1 名」から成る。キリスト者であるか否かは、問わない。  

２．宗教委員会の開催に関する事務は、学生課が処理している。そ

の運営に関する具体的な働きは、キリスト教センターの協力を得

てその連携によって機能的に遂行されている。このキリスト教セ

ンターは、業務上は本部に属し、大学に限らず学院全てのキリス

ト教教育に関わる活動を行っている機関である。  

３．キリスト教に関するカリキュラムの決定等は、学科会、教授会

の決議によりなされている。  

教育活動  

前述の目的達成のために具体的に行っている教育活動及びその内

容は下記のとおりである。  

第一に、チャペルアワーの実施である。第二にキリスト教学を必

修科目とし、１年次の全学生が受講するようにカリキュラムで工夫

していることである。第三は年２回の教会訪問である。学生は授業

の一環として、具体的実践・学びの場として近隣のキリスト教会に

礼拝出席し、クリスチャンの信仰による生きた姿に触れる機会を得

ている。またこの他に、自由参加の課外活動も教職員の協力を得て

行っている。キリスト教センターでは、学生の宗教活動への自発的

参加を促すため、組織的な広報活動を｢キリスト教センター便り｣を

介して行っている。  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

学生支援  

（学習支援・

学生生活支援

など）  

学生への支援の主たるものは、主軸としてチャペル活動とキリス

ト教学の授業を通して行われている。  

 

１．チャペル礼拝  

●大学 毎週木曜日 全学科 10:50～11:50 

《学外講師延べ 12 人》  

 ①城前和徳 日本バプテストシオン山教会牧師 

 ②楢戸健次郎 日本キリスト教海外医療協力会 

 ③二瓶淨幸 活水女子大学宗教主任 

 ④家近宗男 折尾バプテスト教会牧師 



  

 ⑤天野 有 西南学院大学神学部教授 

 ⑥奥田知志 日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧師 

 ⑦金谷めぐみ 保育科非常勤講師（3 回） 

 ⑧森野由み ソプラノ歌手、西南女学院高校卒業生 

 ⑨青木 盛 日本海外医療協力会パキスタン派遣ワーカー 

 ⑩角本尚彦 日本バプテスト小倉キリスト教会牧師 

《学内講師延べ 14 人》 

  ①古川敬康 学院宗教主任、大学･短期大学部宗教主事（4 回） 

  ②岩阪憲和 院長（2 回） 

  ③植田浩司 学長 

  ④安部一紀 栄養学科教授 

  ⑤山本廣基 英語学科教授 

  ⑥文屋典子 福祉学科講師 

  ⑦学生部アワー 

  ⑧二木榮子 栄養学科教授 

⑨飯田一郎 観光文化学科教授 

⑩田坂彩子 保育科講師 

 

 ●短期大学部 毎週火曜日 

  生活創造学科 9:30～10:30  保育科 11:00～12:00 

《学外講師：生活創造学科延べ 14 人、保育科延べ 13 人》 

①城前和徳 日本バプテストシオン山教会牧師（両学科） 

 ②楢戸健次郎 日本キリスト教海外医療協力会（両学科） 

 ③荒瀬謙二 日本バプテスト光キリスト教会牧師（両学科） 

 ④原田昌樹 北九州クリスチャンの集い牧師（両学科） 

 ⑤平沢 茂 日本バプテスト北九州キリスト教会牧師（両学科） 

 ⑥染森義孝 日本キリスト教団若松教会牧師（両学科） 

 ⑦友枝琢也 セブンスデーアドベンチスト小倉教会牧師（両学会） 

⑧金谷めぐみ 保育科非常勤講師（両学科 3 回） 

⑨森野由み ソプラノ歌手、西南女学院高校卒業生（両学科） 

⑩青木 盛 日本海外医療協力会パキスタン派遣ワーカー（両学科） 

⑪金丸 真 日本バプテスト連盟有田キリスト教会牧師（両学科） 

⑫松谷曄介 日本キリスト教団八幡鉄町教会牧師（生活のみ） 

《学内講師：生活創造学科延べ 11 人、保育科延べ 12 人》 

  ①古川敬康 学院宗教主任、大学･短期大学部宗教主事（両学科 3 回） 

  ②岩阪憲和 院長（両学科 2 回） 

  ③植田浩司 学長（両学科） 

  ④美山泰教 短期大学部長（生活のみ） 

  ⑤原 孝成 保育科学科長（保育のみ） 

⑥ジョン･ポール･ラオキー 保育科准教授（両学科） 

⑦学生部アワー （両学科） 

⑧齊藤育子 保育科教授（両学科） 

⑨田坂彩子 保育科講師（両学科） 

⑩財津たか子 保育科講師（保育のみ） 

 

本学のキリスト教教育の中心をなすものが、チャペル礼拝であ

ることから、「礼拝の充実」を目指した工夫をしている。チャペル



  

の意義とマナー等について記載した栞を全学生に配布し、また、

講師の選択には、学生の興味と関心が大きくキリスト教を分かり

易く語る方を招き、講話と音楽とのバランスも工夫している。 

大学チャペルは、全学科合同 60 分の一部構成で行っている。大

学では１年生のみ全員出席で、2 年生以上は任意出席となってい

る。本年度から、受付業務に栄養学科と人文学部の協力を頂き、

二階席も一階席と同時に利用できるように開放している。また、

毎回、全出席学生にチャペル応答カードを記入させ、選択した感

想と質問への回答を次のチャペルの週報に掲載している。 

短期大学部では 1、2 年生全員出席制とし、生活創造学科と保育

科とで、別々に行っている。 

出席状況に関しては、大学では、出席制となっている 1 年生の

年間 31 回(ミッションデー、クリスマス礼拝を含む。)のチャペル

礼拝の学科別出席率は、看護学科 69.2％、福祉学科 80.5％、栄養

学科 86.8％、英語学科 70.4％、観光文化学科 80.3％であった。1、

2 年生とも全学出席制となっている短期大学部の出席率は、1 年生

87.3％、2 年生 72.0％であった。全体的に出席率は高かった。  

  大学・短期大学部双方で年間延べ 39 人の学外講師のうち女学院

の設立母体であるバプテスト派の教会牧師は延べ 12 人であった。 

 

２．ミッションデー（春季・秋季）  

5 月と 11 月に著名な学外講師を招き、２週に亘りキリスト教特

別集会を行っている。大学も、短期大学部も、学生と教職員が、

キリスト教信仰の核心をより深く理解できるように、チャペル時

間を延長している。  

 

大学･短期大学部  春季ミッションデー  

第 1 週 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾏﾘ & 由紀子･ﾏﾘ 声楽家 

    説教題 「道を見つける」  

第 2 週 平良憲誠 平尾バプテスト教会牧師  

    説教題 「神の目的に導かれて」 

 

大学･短期大学部  秋季ミッションデー  

第 1 週 山川哲平 日本伝道隊ﾊﾚﾙﾔﾁｬｰﾁ高松牧師、ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ  

    説教題 「将来と希望」  

第 2 週 増島俊之 日本福音ﾙｰﾃﾙ本郷教会会員、元総務庁事務次官  

      説教題 「人と人との間」  （大学、生活創造学科）  

         「説得と納得―新井白石『西洋紀聞』に学ぶ」 

                  （保育科）  

 

ミッションデー応答カードの選択肢の中の「具体的に問題を抱

えているので、誰か先生に聞いてもらいたい」に回答した学生へ

は、キリスト教センター事務室の職員、キリスト教学専任教員、

宗教主事で対応し、必要に応じて、アドバイザー及び学生相談室

等に引き継いでいる。  

 

以下に、ミッションデーアンケート集計結果より抜粋する。 



  

〈大学 1 年生〉  

・メッセージ「共感」「よく理解できた」  

  （春季）42％  （秋季）62％ 

・讃美歌「歌ってみて楽しかった」「歌詞に共感」 

     （春季）50％  （秋季）66％ 

・信仰等「教会の礼拝に参加したい」 

     （春季）39％  （秋季）22％ 

・宗教的活動･集会「興味がある」 

     （春季） 9％  （秋季） 5％ 

〈短期大学部 1、2 年生〉 

・メッセージ「共感」「よく理解できた」 

  （春季）40％  （秋季）60％ 

・讃美歌「歌ってみて楽しかった」「歌詞に共感」 

     （春季）56％  （秋季）74％ 

・信仰等「教会の礼拝に参加したい」 

     （春季）35％  （秋季）28％ 

・宗教的活動･集会「興味がある」 

     （春季） 7％  （秋季） 6％ 

 

３．クリスマス礼拝  

12 月 16 日(木)13:00～14:50 於 北九州ソレイユホール  

説 教  深町正信 青山学院名誉院長   

  説教題  「最初の神の愛のノック  

―何故、神は人となられたか―」  

 

第一部のページェント＝福音書による降誕物語｢Light of the 

World｣、それに続くメッセージ、第二部の讃美歌合唱やハンドベ

ル・パイプオルガン・ピアノ演奏、様々な施設等への寄付のため

の献金祈祷などによりクリスマスを祝った。  

2010 年度のクリスマス募金は総額 203,745 円(前年度比-71,371

円)で、日本バプテスト連盟世界祈祷週間、高齢者複合施設「ふれ

あいの里とばた」を始め 10 団体に捧げられた。  

なお、礼拝当日は朝日新聞社と西日本新聞社の記者による取材

が入り、翌日の２社の新聞に写真入りの記事掲載がなされた。  

 

 

 

 

 



  

教育目的  

 建学の精神である「感恩奉仕」は、神の恩寵の中に生かされてい

ることを感謝し、もって、隣人に愛をもって仕えることを意味する。

本年は日本高等教育評価機構による第三者評価への取り組みの一環

として、全学で建学の精神である「感恩奉仕」の内容を再確認でき

たことが評価できる。  

 学生自らの精神的成長を促がす教育活動として、「感恩奉仕」とい

う建学の精神の重要性を学生が認識し理解の深化をはかることが出

来ることを教育目的とすることは、今後益々要求される。  

  

  

キリスト教教

育に関連する

組織について  

 キリスト教教育が、学生課とキリスト教センターとの連携によっ

て円滑に行われていることは、評価できる。また、学生課の職員、

キリスト教センター事務室職員の他に、栄養学科と人文学部の協力

を得られていることも評価できる。  

しかし課題は、日本高等教育評価機構の調査委員からも指摘を受

けたことであるが、大学組織である学生課と本部の組織であるキリ

スト教センターとの組織的位置付けとすみわけの関係が、必ずしも、

学内で明確に理解されている訳ではないことである。  

教育活動  

１．短期大学部キリスト教学担当として専任教員が得られたことは、

キリスト教教育活動にとって大きな意味のあることと評価でき

る。活動が広がったことは、クリスマス礼拝のページェントが学

生の主導で動きのあるものとなり、単なる復活以上のものとなっ

たことに象徴される。  

２．学生がチャペル礼拝に厳粛に参加することが、毎年の課題であ

る。ここ数年、改善方向にあり、特に本年度のクリスマス礼拝で

は私語も携帯利用も全般的には「誇れる」（宗教委員の発言）程で

あった。これは、講師の選択、プログラムの工夫、司会者等の指

導により、真剣に参加している学生が増えていること、また、チ

ャペル礼拝の意味が回を重ねることにより理解されてきたことの

結果であると思われる。  

３．讃美歌・聖書を持参しない学生が少なくない。全員となるよう

に、その持参を促し続ける必要がある。ひいては、学生の礼拝意

識の向上となり、私語等の課題も解消すると思われる。  

  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

学生支援  

（学習支援・

学生生活支援

など）  

１．学生のチャペル応答カードには、例えば 7 月 22 日の一部だけで

も、奨励を聞いて、「どうしようもない時に話を聞いてくれる、助

けてくれる人を与えてくださった神様に感謝したい」「どんな時も

必死に生きていきたい」「テストを途中であきらめず最後まで頑張

ろうと思います」「自分に限界をつくってしまっていた」「前期の

チャペルも次回で最後なので残念ですが、後期もあるので楽しみ

です」等の感想が寄せられており、全ての学生に対してではない

にしても多くの学生にとって、如何にチャペルが支えとなってい

るかが分かる。2008 年以来目標として掲げている「チャペルの充

実」への努力の成果として、評価できる。このような感想をより

多くの学生が抱くように工夫を続けることが課題である。  



  

２．短期大学部キリスト教学担当の専任教員が女性であることから、

職員の男女比の改善点に加え、女子大学生にとって、男性の宗教

主事との相談になじまない事柄を、キリスト教の観点からアドバ

イスを受けることができる道が開かれたこととして学生支援の面

で評価できる。  

 



  

 

教育目的  

将来計画は、現在の教育目的に何ら変更を加えることではなく、

今の方向性で実体化させることである。  

 先に述べたように、資格取得・単位取得に直結する学科・授業へ

の偏重傾向にある時代状況を踏まえた上で、学生自らの精神的成長

をもたらすチャペル及びキリスト教関係の学科による教育の重要性

を、学生が認識できるように指導することである。  

キリスト教教

育に関連する

組織について  

１．上記のように教育目的を焦点化した場合、学生の精神的成長を

もたらすチャペル礼拝やキリスト教関連の教科、ボランティア活

動などの重要性を学生に認識させることが課題であるが、この課

題は、宗教委員会、キリスト教関連の教科の教員、宗教主事だけ

で解決できるものではなく、解決には、全教職員での取り組みが

求められる。幸い宗教委員会の構成委員となる委員（各学科から

選出）にはキリスト者以外の委員も増えており、今後は、様々な

立場からの指導、助言、意見を調整し具体化できるような工夫を

行う。  

２．学生課とキリスト教センターの連携の効率化を図るために、大

学組織である学生課と本部の組織であるキリスト教センターとの

組織的位置付けとすみわけの関係を明確にし、もって、各々の業

務と職務の明確化を図ることに努める。  

 

 

教育活動  

１．チャペルにより多くの学生、より多くの教職員が積極的に参加

するように、チャペルのプログラム内容の充実化を今後も推進し

て環境を整えると共に、広報を充実していく工夫を継続する。  

２．大学における 2 年次以降の学生のチャペル参加の呼びかけの手

段として、キリスト教関係の授業との関連で、成績評価の一つに

チャペル礼拝のレポートを加味している。収容人数については 1

年次生のチャペル礼拝一部制を継続しても、未だ、空席があるの

で、今後も、推進していく。  

３．チャペルに讃美歌・聖書を持参する学生が全員となるように、

その持参を促し続ける。  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

学生支援  

（学習支援・

学生生活支援

など）  

１．チャペル応答カードにおいて、依然として学生からの少なくな

い要望は、「『私語』のないチャペル礼拝で集中してメッセージを

聞きたい」という内容である。ここ数年、チャペルの充実と学生

指導等の成果もあり、回を重ねる毎に私語は減少しているが、今

後も、学生支援の視点から工夫する努力を継続する。  

２．学生のチャペル応答カードに寄せられている多くの感想が示す

ように、全てではないにししても多くの学生にとって、如何にチ

ャペルが支えとなっていることが分かる。これからも、支援とな

る内容あるチャペルの充実への工夫し続ける。  

３．学生支援については、「学生の居るところに教職員も居る」とい

うことが大切である。学長も、教職員に出席を促しておられる。

教職員に、出席を促す広報の工夫を継続する。  

 



 

 

 

 

 

 

 

４．教 育 活 動 



 

 

 

 

 

 

 

保健福祉学部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１０ 年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学部用） 

 

学 部 名  保健福祉学部  

作 成 者  学部長 工藤二郎  評価・改善責任者  学長 植田浩司  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

平成 22(2010)年度より保健福祉学部の教育目標は学則第 2 条の 3 に規

定され、次のとおりである。  

 「豊かな教養と倫理観を培い、看護、福祉、栄養の知識と技術を教

授し、専門職者としての実践力と協働力を育むとともに、平和を愛す

る国際的視野をもって人々の幸福に貢献できる人材を育成することを

目的とする。」 

なお、学部の特徴としては看護、福祉，栄養の三学科を擁し、それぞ

れが次のような教育目的と教育目標を掲げている。 

看護学科の教育目的は、 

「保健と看護の知識、技術を修得させ、人々の健康ニーズに応え、保

健医療福祉の向上に寄与する人材を育成することを目的とする。」 

教育目標 

１．人権といのちに対する豊かな感受性を培い、倫理に基づく行動が
できる。 

〔→真摯にいのちと向き合う〕 
２．環境と相互作用する人間を、身体的、心理的、社会的存在として

総合的に理解する。 
〔→ひとを全人的にとらえる〕 

３．あらゆる健康レベルにある個人、家族及び地域社会に対し、個人
や社会が求める看護を根拠に基づいて実践できる。 
〔→根拠に基づく看護実践〕 

４．保健医療福祉の総合的視野から、人々の健康支援に関わる他職種
と協働・連携できる。 
〔→保健医療福祉関係者との協力関係の維持及びヘルスケアチー
ムの充実〕 

５．看護実践者としての責任と判断、及び行動力を備える。 
〔→看護の質の向上・社会貢献〕 

６．自ら学ぶ者としての基礎を培うとともに、生涯、看護専門職とし
て自己研鑽に励む準備を整える。 

〔→自己研鑽・継続学習〕 

福祉学科の教育目的 

「ヒューマンサービスの専門家として必要な知識、技術を修得させ、

想像力と想像力のある福祉、教育及び保育の分野で貢献できる人材を

育成する事を目的とする。」 

教育目標 

１．人々のいのちと生活の質を高め、よりよく生きることを支援する
ヒューマンサービスの専門家としての基礎的な能力を養う。 

２．個人を身体的、心理的、社会的、人格的、また発達しつつある存
在として総合的に理解し、支援する力を養う。 

３．個人の生活の基盤である家庭、学校、職場、地域における人間関
係の発達などを支援できる力を養う。 

４．多様な専門職とチームを形成し、共通の目標に向かって協働する
力を養う。 

５．人々の生活について想像する力と、よりよいサービスを創造して

いく力を養う。 

栄養学科の教育目的 

「「人」と「食」の両面より栄養を総合的に理解し、人々の健康に貢

献できる管理栄養士及び栄養士を養成することを目的とする。」 



 

教育目標 

１．栄養と健康に関する基本的知識と専門的技術を修得する。 
２．人々と積極的なコミュニケーションをはかり、専門的な知識・技

術を実践に活かす能力を修得する。 
３．保健、医療、福祉の他職種との連携、協働を円滑に進める能力を
修得する。  

４．保 健 、 医 療 、福 祉 の 制 度 を 理 解 し 、 幅 広 い 視 野 を 持 っ て 判 断
す る 能 力 を 修 得 す る 。  

５．「栄養」の総合的な理解に基づき、人々の健康の保持増進、疾病の

予防・治療に貢献できる能力を修得する。  

 

昨年度より文部科学省「大学教育・学生支援推進事業（テーマ A）」に 

選ばれ、本学の関連施設である高齢者複合施設「ふれあいの里とばた」 

において、保健福祉学部の 3 学科（福祉学科、看護学科、栄養学科） 

の学生が合同で実習を行っている。保健福祉学部の学生が 1 年次に各 

学科 1 人からなる 3 人の小グループで、高齢者複合施設において 1 泊 2 

日の体験実習を行う。種々の専門職の仕事内容を 24 時間単位で見学し、 

職種による専門性の違い、協働することの利点、福祉施設で働く意義 

等について考察できるようになることを目標とする。 

続いて、4 年次に同様の小グループで、3 学科の学生が協働して高齢

者のケアを担当する 1 週間の統合実習を行う。4 年次までに獲得したそ

れぞれの専門領域の知識・技術を活用して立案したケア計画に基づき、

グループ単位でケアを実施する。他学科の学生のケア実践を体験しな

がら、お互いのケア計画の関連性を検討する。カンファレンスには大

学にいる学生も参加できるように遠隔会議システムを設置する。最終

的に一人の高齢者を複数の視点からとらえ、多職種が協働して問題を

解決する 3 学科共通のケア計画を作成できることを目標としている。

この取組みによって、保健福祉学部の教育目的である「豊かな教養と

倫理観を培い、看護、福祉、栄養の知識と技術を教授し、専門職者と

しての実践力と協働力を育むとともに、平和を愛する国際的視野をも

って人々の幸福に貢献できる人材を育成する」ことに大きく寄与する

ことが期待される。 

さらに保健福祉学部附属保健福祉学研究所が併設されており、保健福

祉学に関する研究を推進し、科学と地域社会に貢献することを目的と

している。  

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

保健福祉学部の組織運営は、学則第５条の２の教授会の規定に基づき

行われている。 

嘱託教員と特別契約教員をのぞいた専任教員の看護学科、福祉学科、

栄養学科の教員がその構成員である。ただし、専任教授以外の出席は

教授会が必要と認めたときであり、人事については、専任教授のみで

審議している。 

同教授会は構成員の２分の１以上の出席で、原則として月一回行われ、

議事は出席者の過半数の賛成をもって決定されている。人事の教授会

では３分の２以上の出席で行われる。 

審議内容は 

１）学生の身分に関する事項 

２）教育及び研究に関する事項 

３）教育課程の編成に関する事項 

４）学生の賞罰に関する事項 



５）教員及び助手の人事に関する事項 

６）大学評議会から委託された事項 

７）その他学部長が必要と認めた事項 

である。 

教授会審議の議事録は次回の教授会で承認されたのち、LAN によって学

内に掲示されている。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

教養教育は本学では総合人間学と呼称されている。保健福祉学部の総

合人間科学は、『CAMPUS LIFE 2010』(平成 22 年度版,p.60)に「専攻す

る学問分野の違いを超えて学習するうえでの根本となる総合的視点と

豊かな人間性を養うための教養教育課程です」と書かれているように、

人文学部と保健福祉学部をつなぐものである。さらに、保健福祉学部

の総合人間科学は看護、福祉、栄養の 3 学科の連携基礎教育科目であ

り、教養を培い、総合的視点で課題をとらえられる能力を養うことを

目的とした科目群である。 

「総合人間科学」科目は学則第 23 条に規定され、卒業に必要な単位

数も明確である。平成 22(2010)年度開講科目に関して専任教員 73 人（助

教を除く）、兼任教員 89 人のうち、本学の教養教育に該当する「総合

人間科学」科目は専任 18 人、兼任 26 人が担当している。 

平成22年度には、「総合人間科学」の充実を図るため、教務委員会の

小委員会として、「教務総合人間科学小委員会」を常設とし、教養教育

が十分に行える組織体制を確立した。教務総合人間科学小委員会のメ

ンバーは、「総合人間科学」科目を担当する大学専任教員のうちから、

学長があらかじめ指名した者で構成され、本学の教養教育の在り方に

関すること、「総合人間科学」の教育課程の編成に関すること、「総合

人間科学」の履修方法に関すること、その他教養教育に関することを

審議している。  

 

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて 

看護学科のアドミッション・ポリシー  

１． 人の命と健康を支えるために働く意欲のある人  

２． 人に尊敬の念をもって接し、他者と協調して行動できる人  

３． 探究心、向上心を持ち、積極的に学ぶ姿勢を持つ人  

 

福祉学科のアドミッション・ポリシーは各コースで決められている。  

福祉・心理・養護教諭コース     

１．人びとの生について広く深く学ぶ意欲のある人  

２．豊かな人間関係を築く努力ができる人  

３．人びとへの支援を通して社会貢献をめざしている人  

 

子ども家庭福祉コース  

１．人びとの生について広く深く学ぶ意欲のある人  

２．豊かな人間関係を築く努力ができる人  

３．子どもと家庭への支援を通して社会貢献をめざしている人  

 

栄養学科のアドミッション・ポリシー  

１．「栄養」と「健康」の問題に強い関心を持ち、管理栄養士として人々

の健康に貢献したいと考えている人   

２．国語・英語・生物・化学についての基本的な知識・学力を備え、



自ら学ぼうとする意欲のある人   

３．「人」とのコミュニケーションが円滑にとれ、協調性のある人   

４．栄養の面から、教育・スポーツなどの分野でも活躍したいと考え

ている人  

 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

本年も全体の FD として、2010 年９月６日に前北海道医療大学教育開発

センター長安部和厚先生による講演、「低学力学生のための教育支援プ

ログラムの取り組み」と午後からの各学部・学科に教育への取り組み

に関する「パネルディスカッション」、「私の授業」での教員のデモ等

がおこなわれた。 

また、看護学科では、集中ケア、セカンドレベルの認定看護課程開設

を記念して行った講演会を FD として活用し、殆どの学科教員の参加を

得た。講演は８月 28 日に「看護実践のエビデンス」と題され、聖路加

看護大学田村富美子教授、日赤看護大学中木高夫教授、聖マリアンナ

医科大学病院陣田靖子統括看護部長によって行われ活発な討論があっ

た。 

さらに、福祉学科の FD として 2011 年２月 24 日に荒木剛講師による「社

会福祉士養成課程における実習・演習系科目について－新カリキュラ

ム移行後の現状と課題－」がおこなわれ全教員の参加があった。 

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

専門教育科目の専兼比率は次のとおりである。保健福祉学部では、看

護学科全開設科目の 86.4％、うち必修科目の 89.8％、福祉学科全開設

科目の 80.9％、うち必修科目の 97.2％、栄養学科全開設科目の 89.0％、

うち必修科目の 95.4％であり、多くが専任によって実施されている。 

年齢別構成について、保健福祉学部では26歳から30歳2.9％、31歳か

ら40歳29.0％、41歳から50歳18.8％、51歳から60歳31.9％、61歳から

70歳15.9％、71歳以上1.5％とバランスが取れており（平成22(2010)年

10月着任予定者を含む）、今後も年齢バランスの維持は可能である。 

主要な専門分野は教育・研究目的に応じて、適切な専任教員を配置し

ている。専門教員のさらなる充実を図る必要がある学科がある。栄養

学科では専門教育科目の中で管理栄養士に密接に繋がっている「栄養

教育論」、「臨床栄養学」、「公衆栄養学」、「給食経営管理論」など管理

栄養士の資格が教員の要件となっている科目担当者で、教授の有資格

者は 1 人と少ない。  

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

本学の採用・昇任に関しては学長の発議を受け、大学評議会で議論

され決定される。学長は、人事の方針を発議する前に、必要に応じて、

当該の学部長、学科長との調整を図っている。 

昇任人事では、例年、昇任前の職名での現職が昇任時に満 4 年以上

となるものを対象としている。また、評価は①教育業績、②研究業績、

③社会貢献、④学部・学科への貢献度の 4 つについて行うことが明確

に示され、実行されてきた。 

 



 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

保健福祉学部の教育目的は、建学の精神に基づき、明確に定められ 

ている。３学科の教育目的も定められ、その下に定められた個々の教育

目標には、新入生の学習準備性を考慮し、基礎から学習を積み重ねるこ

と、卒業後に必要とされる専門能力と倫理的行動を獲得することが含ま

れている。 

各学科の教育目的、教育目標は、社会で必要とされている専門性を 

発揮できるよう特徴をもって明確に定められ、追求されている。 

各学科の教育目標を達成するための教育課程の編成方針は、「総合人 

間科学」科目及び専門教育科目ごとに明確である。 

教育目標を実現するための教育方法は、各学科において多様性と一 

貫性をもって工夫されている。 

保健福祉学部附属保健福祉学研究所については各学科の研究の統合

がなされることを期待し、助成研究はできるだけ学科を横断的に結んだ

ものとなるよう勧奨し、そのような研究に助成してきた。本年度も数課

題に助成し、得られた結果は研究所報告書に掲載される予定である。本

年度の講演会は 12 月 13 日に川崎医療福祉大学の小野章史教授により

「大学病院における NST 活動の実際」という演題で長時間の活発な討論

が行われた。 

研究所の事業のひとつである専門職の研修については、平成 18(2006)

年度より認定看護管理者制度教育課程ファーストレベルの認定機関と

して毎年 100 人程度の臨床看護師を受け入れ、平成 21(2009)年度で約

400 人の修了者を輩出した。これに加え、看護学科ではキャリア形成教

育として、平成 22(2010)年度より定員 40 人の認定看護管理者制度教育

課程セカンドレベルの教育機関としての認可をうけ、また、日本看護協

会の認定看護師教育課程「集中ケア」30 人の認可を受けた。研究所は平

成 21 年度までファーストレベル教育を事業として担ってきたが、事業

の実態を考え、また日本看護協会の強い示唆があり、別組織で発展する

こととなった。これらのことは評価できると考えられる。 

 

 

 

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

教授会は適切に整備、組織され、大学の使命・目的を遂行できるよ  

う機能している。  

 

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

総合人間学の教育のため、組織的措置や責任体制は整っている。  



アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

全学部・学科で決定され、運用されている。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

全学的な FD の取り組みは平成 20 年度から再開され、十分とはいえない

かもしれない。しかし，本年も全学的なものと、看護、福祉の学科別 FD

は行われ、活発な討議を得た。 

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

大きな問題は無いが、各学科ともすぐれた専門家を確保する必要があ

る。 

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

特に問題無く実施されている。 

 



 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

学部の教育目的の達成のための教育課程と教育方法については、社会

情勢と学生のニーズの変化などを踏まえ、今後も改良、改善の検討を

続ける。  

３学科の統合実習等を追求していく。  

研究所は、研究を介しての３学科の統合と将来の発展を期し、来年度

の研究費申請要領に以下の４つを明示する。 

１）各学科を横断的に結合した研究が望ましい。 

２）地域の現場で活動している本学卒業生が関与する研究が望ましい。 

３）年に１課題は「ふれあいの里とばた」を研究現場とする研究を申

請して頂きたい。 

４）なるべく英文論文を書いて頂きたい。 

 

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

現在の所、特に問題は無く、このまま運営を続ける。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

大学全体の課題でもあり教務総合人間科学小委員会において、教養教  

育の履修状況、成績等をチェックし、「総合人間科学」の科目内容等を  

検討することになっている。。  

 

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

特に変更は考えていない。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

来年度も大学全体を行い、各学科での実行も追求していく予定である。 
 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

保健福祉学部では専兼バランスはおよそ保たれている。専門分野のバ

ランスに就いては３学科ともに困難な部分もあり、学科長と密な情報

交換を行い、人事をすすめていく。 

なお、組織の整備は大学全体の方針と密接に関係する。本年度、大学

の指針が次のように定められたので、遵守するよう努める。 

① 改正された法（資格・免許に関する）の遵守 

② 学部・学科の教育目的・教育目標との関連性をチェックする 

③ 学生のレディネス（学習準備性）を考慮する 

④ 原則として、必修科目は専任教員が担当する 

⑤ 原則として、専任教員の持ちコマ数は、半期 10 コマを超えないよ

うにする 

⑥ 非常勤講師への依存は最小限とする 



⑦ 外部講師が必要な場合、原則として 1 科目 3 コマまでとする 

⑧ とくに新しい科目を設ける場合、担当の専任教員が必要な研究・研

修を行えるように配慮する 

⑨ 受講者が少ない科目は、開講の意義を明らかにする 

 

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

上記、教員組織の整備に含まれる内容である。  
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２０１０ 年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学部用） 

 

学 部 名  人文学部  

作 成 者  人文学部長 阿部 弘  評価・改善責任者  学長 植田浩司  

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

 人文学部は 2010 年度、今後の教育目的を次の通りに設定した。  

教育目的：豊かな人間性を養い、礼節を身につけ、専門的能力をも

ってグローバル化、情報化が進む国際社会及び地域社会において主

体的に活動し、貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 このことにより、両学科は建学の精神に基づき、上記教育目的を

踏まえたうえで、それぞれの学科の教育目標を掲げて、2010 年度よ

り変更になった新カリキュラムを中心に運営がなされている。 

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

 意思決定に関しては、議題により各審議機関 (大学評議会・運営会

議・教授会・各種委員会・学科会等 )に割り振りがなされており、そ

の内の教授会では、人事や学生に関すること等、重要度の高い項目

から順次審議をしている。学科運営に関する項目に関しては、英語

学科・観光文化学科の各学科会において十分な討議がなされている。 

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

 現在人文学部では、ごく少数の科目において学科を横断しての受

講が可能である場合を除いて、カリキュラムは学科単位で独自に運

営されている。保健福祉学部との関連においては、各専門分野を学

ぶ上での基礎となる「総合人間科学」という分野の中での「文化と

宗教」「心身と健康」「環境と情報」「国際社会と現代」という区切り

中で共通に開講されている科目群で教養教育を身につける。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 人文学部は１年前、慎重な審議を重ねた結果、以下のようなアド

ミッション・ポリシーを策定した。  

1. 日本の社会および国際社会について多様な関心をもち、将来、社

会で積極的に活動しようとしている人。  

2. 基礎学力をもち、自分をさらに高めていく向上心をもって、目的

に向かって絶えず努力する人。  

3. 自分のことだけを考えるのではなく、他の人々のことも思いやる

心をもち、協調性に富んでいる人。  

 このことにより、人文学部では理想像として上記の項目に沿った

学生の入学を期待しており、入学後は彼らが英語学科・観光文化学

科の指導方針に従いながら、基礎教養と専門知識の獲得に向けた努

力ができるよう指導していきたい。  

 アドミッション・ポリシーの広報活動は、今年度、ホームページ

と学生募集要項の１頁で公開されている。  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

 FD の全学的な取り組みとしては 2008 年度以降毎年行われてい

る。FD 部門の会議に関しては今年度より定期的に実施する努力がな

されている。また職員研修会プログラムの一部として、学部別発表 

「私の授業の進め方」という中で、英語学科・観光文化学科より代

表者が授業の一部を公開している。しかしながら、学部独自の FD

活動へは現在のところ直接繋がっている訳ではない。  

 学生からの授業評価は、前学期は担当教員が選択できる２教科の

みであったが、後学期からは認証評価における評価員の指摘を受け

て、基本的には担当全教科に広がった。これにより、各教員は学生



 

からの公正な客観的評価を受けることが可能になったことは評価で

きる。  

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

 人文学部英語学科には現在７名の専任教員がおり、教授５名 (全員

男性、うちネイティブ・スピーカー２名 )、准教授１名 (女性 )、講師

１名 (女性 )の構成になっている。観光文化学科の専任は９名で、構

成は教授６名 (女性２名、うち１名は特別契約教員 )、准教授 3 名 (全

員男性 )となっている。年齢層は高齢化の傾向にあり、平均すると 50

代の後半である。専門分野のバランスに関しては、英語学科では教

職課程の専門教員が不足しており、観光文化学科ではビジネス分野

の専門教員が確実に不足している状況である。  

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

 教員の採用に関しては、まず年齢構成を優先的に考慮して中・長

期的な展望に立った採用が必要になる。まず学科の教育目的に賛同

し、次に学科のカリキュラムに適応でき、学科が望む専門領域が十

分にカバー可能な人材が望まれる。また、公募条件には記載できな

いが、  

男女のバランスも考慮した採用が望ましい。  

 今年度はこれらの諸条件を考慮に入れて、英語学科の教職課程科

目が担当できる教員を募集したのであるが、残念ながら適任者は得

られていない。  

 昇任に関しては、研究は勿論であるが、まずは学生の教育に熱心

で授業力や指導力に長け、学部・学科への貢献度が高く組織倫理等

を十分に備えた人物であれば、相応の評価はされるべきである。  



 

 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

 学部の教育目的は現１年生が入学して以来、学科のオリエンテー

ションやオープンキャンパス、保護者懇談会等でその特徴を伝えて

来たので学生の間では徐々に浸透しているのではないかと考えてい

る。また同時に教員の間においても教育目的を意識的に授業の場や

就職指導に有効活用している人がいることは評価できる。  

 教育目的の中に掲げている専門的能力をもつことは至極当然のこ

とであるが、残念なことに人間の基本である礼節を身につけている

学生は多くない。例えば、キャンパス内において挨拶ができない、

あるいは挨拶をしない学生を世に出すことは何とも恥ずかしい限り

である。礼節は就職活動に絡むので現状の基本的な問題点として捉

えておきたい。  

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

 ２学部の教授会は設定された時間内に連続的に組まれている。審

議事項に関しては各審議機関で十分に討議されたものが上がってく

るので、制限された時間内で適確に処理することが求められている。

内容によってはもう少し時間が欲しいと思われる場合もあるかも知

れないが、現状ではやむを得ないと理解している。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

 共通の「総合人間科学」の科目については随時見直しがなされて

いる現状を鑑みると、次年度もこのまま推移せざるを得ないが、将

来的には全学科のカリキュラムとの係わりにおいて十分検討しなが

らバランスの取れた科目設定が必要になるかも知れない。「総合人間

科学」の多くの科目は非常勤講師に依存しているため、効率よい科

目設定もあり得るのではないかと考えている。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 英語学科・観光文化学科が掲げているアドミッション・ポリシー

はそれぞれの学科の教育方針に基づいて作成された内容であるの

で、それに沿った学生が入学してくることが望ましい。よって、面

接を行う推薦入試や AO 入試等に関してはこの方針が遵守されて選

抜が行われることが理想的であるが、志願者数を考えると理想通り

には運ばない現実も存在する。一方、一般入試やセンター利用入試

の合格者は筆記テストによる判定なので、アドミッション・ポリシ

ーが直接反映されているとは言い難く、入学後の人間教育が極めて

重要になってくる。  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

 職員研修会の学部別発表「私の授業の進め方」においてこれまで

数名の教員の授業の一部を見て来たが、各自それぞれの立場からの

特徴が随所に見られた。残念な点は、時間制限があるため、全体像

が把握しにくい面があるということくらいである。  

 学生の授業評価に関しては、その捉え方に賛否両論あるが、彼ら

は概ね正当な評価を与えてくれていると認識している。例えば、何

度実施しても毎回同様な平均以下の低い数値が出てくる時は教員の

授業力に問題がある場合が多いので、我々は自己反省を踏まえつつ、

どのような工夫をすれば現在の学生は食いついてくるのか等、学部

内における FD 活動の始動に努める方向が望ましい。  



 

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

 英語学科・観光文化学科共、新旧カリキュラムの移行期であるに

もかかわらず各教員は自分の担当領域に関しては支障なく遂行して

いる。問題点としては、両学科における教員の高齢化や各種委員を

重複して受けなければならない状況等が存在するため、一部の教員

の負担が過重になっているきらいがある。  

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

 今年度は英語学科で英米文学専攻の女性教員を講師として１名採

用した。その結果、熱心な指導がなされており問題はない。昇格に

関しては、准教授１名の教授昇格を望んでいる現状である。  

 観光文化学科においては今年度観光分野の准教授を１名採用し

た。また、准教授から教授へ昇格 (内定済み )する教員が１名いるの

はご本人の努力の賜物であり、今後の研究・教育に期待が持てる。  

 



 

 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

 人文学部では教育目的が１年前新たに作成され、現在はその目的

を踏まえて動いている状況なので、当面はこのまま進むことになる。

このため、教員の役割として教科指導は勿論であるが、教育目的に

沿った人間教育を行う必要がある。  

 「豊かな人間性」については、４年間の総合指導の結果として努

力したい。「礼節」は今後学部を挙げて取り組みたい。「専門的能力」

「グローバル化」「情報化」に対しては、教科指導の中で取り組みた

い。その結果、国際社会及び地域社会において主体的に活動し、貢

献できる人材の育成に繋がると確信している。  

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

 大学全体に関わることであり、人文学部独自に動くことはできな

いので、大きな内部改革でもない限り現状維持でやむを得ないと思

われる。人によっては教授会の時間が短いと思われているかもしれ

ないが、学科会や各種委員会で審議は十分に尽くされている結果で

あることを考慮したい。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

 定期的に見直しが図られることになると思われるので、その時点

で時代の趨勢に合わせた改善が望まれる。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 高校訪問時、入試説明会等でアドミッション・ポリシーに関する

説明をもう少し積極的に浸透させるべきではなかろうか。同様に教

員各位も内容を意識しながら学生募集に従事すべきであろう。  

 幸いにして、西南女学院中・高との間には「高大連携」の関係が

できているため、比較的簡単にアドミッション・ポリシーの内容を

伝えることが可能である。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

 学部・学科で単独に FD に取り組んでいる訳ではないので、今後

の課題としては、学部内でどのように実施可能か検討する必要があ

る。考えられる例としては「礼節」「授業中の私語対策」「魅力ある

授業の進め方」「資格試験対策」等が頭に浮かぶ。両学科においては

是非検討していただきたい課題である。  

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

 明らかに高齢化している専任教員の中で、２年後には３名 (英語学

科１名、観光文化学科２名 )の退職予定者がいる。このため、後任人

事に関しては各学科で年齢、専門分野、性別等のバランスを十分考

慮して人選すべきである。同時に自ら進んで与えられた仕事に取り

組む責任感があり、学生に対する教育に熱意のある人物がよいし、

教員間でのコミュニケーションが十分に取れる人を人選して欲し

い。  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

 教員の定年時期は予め分かっていることであり、各学科において

は中・長期的な展望をもって、年齢・専門分野等に関してバランス

の取れた人選をお願いしたい。また同時に、カリキュラムの内容を

十分に踏まえた人選対策は重要な要素となるし、学部・学科への多

大な貢献度が期待できる人が望ましい。  

 昇任に関しては、研究は言うまでもないが、授業料に対する対価



 

をどこまで学生に還元できるのかは重要な要素となり得るので、研

究・教育・人物等に対する評価は総合的に考慮していただきたい。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

大学短期大学部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

看 護 学 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１０年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学科用） 

 

学 科 名  保健福祉学部 看護学科  

作 成 者  学科長 伊藤直子  評価・改善責任者  学部長 工藤二郎  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

看護学科は、保健と看護の知識、技術を修得させ、人々の健康ニ

ーズに応え、保健医療福祉の向上に寄与する人材を育成することを

教育目的とする。 

 教育目標は、 

①  人権といのちに対する豊かな感受性を培い、倫理に基づく行

動ができる。（⇒真摯にいのちと向き合う） 

②  環境と相互作用する人間を身体的、心理的、社会的存在とし

て総合的に理解する。（⇒ひとを全人的にとらえる） 

③ あらゆる健康レベルにある個人、家族及び地域社会に対し、

個人や社会が求める看護を根拠に基づいて実践できる。（⇒

根拠に基づく看護実践）  

④ 保健医療福祉の総合的視野から、人々の健康支援に関わる他

職種と協働・連携できる。（⇒保健医療福祉関係者との協力

関係の維持及びヘルスケアチームの充実）  

⑤ 看護実践者としての責任と判断及び行動力を備える。（⇒看

護の質の向上・社会貢献）  

⑥ 自ら学ぶ者としての基礎を培うとともに、障害、看護専門職

として自己研鑽に励む準備を整える。（⇒自己研鑽、継続学

習）  

これらの教育目的を達成するために段階的に単純から複雑へ、基

礎から応用へとカリキュラムを構成している。 

 看護実践の重要な学習の場である実習については、各段階の適切

な時期に実習を設定し、講義⇒演習⇒実習の流れが連動するよう構

成している。 

 また、看護師および保健師国家試験受験資格に加え、養護教諭一

種および高等学校教諭一種（看護）の教職課程も選択可能なカリキ

ュラム編成となっている。 

〔総合人間科学〕 

 人間が環境に適応し、健康な生活を維持していくために、どのよ

うなあり方が望ましいかについて、宗教、文化、心理、社会、教育

などの諸側面から追求する。また、国際的視野に立って考え、看護

を発展させるための基礎的知識を学ぶ。 

〔専門教育科目〕 

 専門教育科目は、次の５つの段階に分かれている。 

◎看護を学ぶための基礎 

 看護の対象である人間の理解を前提に、人間と相互作用する「環

境」、人間の「健康」及び「健康現象の連続的過程」について学ぶ。

また、人間の健康状態を観察・評価するために必要な人体の構造と

身体の正常な働きに関する知識を学ぶ。 

 



 

◎ 看護実践の基本 

「看護学」を概観する知識、人間の健康を生涯発達論的視点から

捉えるための知識および科学的根拠に裏づけられた看護実践の基本

となる支援技術を学ぶ。 

◎ 看護実践の応用・展開 

あらゆる健康状態にある個人・家族、地域の人々を対象に、根拠

に基づく系統的な支援活動を行うための、看護実践の応用・展開に

必要な知識と技術を学ぶ。 

◎ 看護実践の統合 

これまでの段階的・系統的な学習の集大成と位置づけ、個々の学

生が卒業時に到達すべき看護実践能力の到達度を確認・評価する。 

また、看護実践の創造的な開発を追究するための基礎的能力の育

成を目指す。 

◎ 看護実践の充実 

人間への深い理解と確実な倫理観を基に、保健・医療・福祉の総 

合的視野をふまえた、グローバルな視点でこれからの看護を展望し、

広く社会貢献できる看護職を育成するという観点から、看護実践の

充実に向けて必要な教科目を自由に選択する。 

〔教職課程〕 

 看護の教育課程および教職課程に必要な教育系科目に加え、心

理系科目を多数開講し、児童・生徒の健康管理や高等学校での看護

教育のあらゆる場面において対応できる実践力のある教育を育成す

る。   

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科の運営については、学科長のもと、専任の教授、准教授、講

師及び助手で構成される「学科会議」で学科運営および教育研究の

課題について審議する。審議された内容については議事録として、

全員に配付し内容の周知を図っている。大学設置の委員会に加え、

学科内において、国家試験対策委員および実習コーディネーターを

配している。 

学科において教育研究に関わる意思決定機関は学科会議で行われ

る。学科会議は定例で月 1 回開催される。緊急検討事項がある場合

は、臨時学科会議が召集される。学科会議においては、各教員が全

員いずれかの大学委員会に所属し、把握する学生からの問題提起等

も踏まえ、審議され、学生の教育に速やかに反映できるよう対応し

ている。定例の審議では検討困難である場合は、随時、検討のため

の小グループを形成し、早期の解決策を打ち出す努力をしている。 

 保護者については、1 年次および 2 年次の保護者に対し、保護者

会を年 1 回開催し、学習成果の還元と相談対応を行っている。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

本学科の教育課程は、総合人間科学および専門教育科目での段階

的な構造としている。 

『看護を学ぶための基礎』では、看護は人々の日常生活を健康の側

面から支援する活動であるとの認識に立ち、その実践力を支える基

礎的知識として、学生は「看護形態機能学」、「健康と栄養」、「感染

と免疫」等人々の日常生活行動や生命活動とのつながりを意識しな

がら人間の身体の構造や機能を学ぶ。「生涯発達保健論」では、学生

が人間の生涯発達とライフステージの保健について、一生涯の流れ

として学ぶ。  



 

環境の理解では「保健医療福祉行政論」、「社会保障概説」として、

わが国の保健医療福祉システムと各分野において関連諸法規および

行政施策を学び、看護が環境にはたらきかける存在として保健・医

療・福祉の統合的視野を持つための基礎的知識として位置づけた。

健康および健康の連続体の理解では、「疾病治療総論」で疾病の成り

立ちに関わる基本的な病体の捉え方、病態発生のメカニズムおよび

疾病に対する治療について、「疾病治療各論」では主要な疾患につい

ての基礎的知識を学ぶ。なお、身体、心理、社会的な健康の概念に

ついて人間と社会的環境との相互作用において理解する科目として

「保健医療概論」をおき、カリキュラムの主要概念間の関係性を強

化している。 

『看護実践の基本』から『看護実践の応用と展開』では、看護実

践能力育成の中核となる部分と位置づける。『看護実践の基本』では、

看護学の導入部分として、看護の基礎的知識を体系的に理解する「看

護学概論」と、看護実践の基本となる看護過程・看護技術を習得す

る「基礎看護活動論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ」、「基礎看護活動論演習」

および「基礎看護活動論実習」である。『看護実践の応用と展開』で

は、『看護実践の基本』で修得した内容を応用し、特定の健康レベル

にあるライフサイクル各期の対象者について、看護実践を展開する

ために必要な理論的知識、技術を積み上げる。 

『看護実践の統合』では、卒業後、即戦力となる完成された看護職

者というよりも、自ら成長できる生涯学習の基盤として育成するこ

とをねらいとする。「看護総合演習」では、看護実践能力を統合的に

確認できる内容として、これまでの学びの到達度を確認する。「看護

総合実習」では、学生個々に自身の目標を設定し、主体的に企画・

運営する。 

看護実践の充実』では、本学の多学科を有するメリットを生かし、

関連領域科目に留まらず、看護専門科目をさらに充実させるための

複数の選択科目を設けた。生活体験の少ない学生が対象者を発達と

いう概念で理解するために具体的事象を通して深める「生涯発達心

理演習」、看護分野で求められる心理臨床の基礎を学ぶ「臨床心理

学」、看護の視点から医療における倫理的問題を解決するための考え

方を学ぶ「医療と倫理」、看護をグローバルな視点から展望するため

の「国際看護論」などで構成している。「看護学特論」では、看護の

専門性を理解し、将来を展望する意味で、リスクマネージャーや認

定看護師による講義で構成している。 

『看護実践の充実』では、本学の多学科を有するメリットを生か

し、関連領域科目に留まらず、看護専門科目をさらに充実させるた

めの複数の選択科目を設けた。生活体験の少ない学生が対象者を発

達という概念で理解するために具体的事象を通して深める「生涯発

達心理演習」、看護分野で求められる心理臨床の基礎を学ぶ「臨床心

理学」、看護の視点から医療における倫理的問題を解決するための考

え方を学ぶ「医療と倫理」、看護をグローバルな視点から展望するた

めの「国際看護論」などで構成している。「看護学特論」では、看護

の専門性を理解し、将来を展望する意味で、リスクマネージャーや

認定看護師による講義で構成している。 

 



 

教授する教員は、栄養学科および福祉学科の協力の下、教務委員を

中心に細やかな連携の下構成している。 

看護実践の基盤となる関係性の知識・技術を習得するために体験的

学習として「看護を学ぶための基礎」領域に、「対人関係形成論（演

習を含む）」を設置している。また、対人関係の習得をするためには、

一科目によって習得されるというよりは、むしろ日頃の継続的な学

習活動において意図的に取り組める仕組みによって効果が期待でき

る。そのため、1 年次「基礎学習ゼミ」を通年で開講し、少人数制

（10 名程度）により一貫した学習支援体制を組み、基礎学習能力の

向上、人間関係形成能力の支援および主体性の育成をめざし、教育

目的を達成するための段階的学習の一歩を踏み出す教育方法を強化

している。 

２年次以降は、アドバイザーを配置し、一貫した体制を組んでい

る。 

これらの教育成果の一指標として、2009 年 2 月実施国家試験合格

率においては、看護師国家試験では合格率は 97％、保健師国家試験

では 98％と年々上昇傾向となっている。2010 年度国家試験の結果

は３月 26 日発表予定である。 

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

看護学の初学者が、大学教育に順応できるよう、また、学生個々

の修学状況を捉えながら、学年進行に合わせた学生支援を行ってい

る。 

具体的には、看護実践の基盤となる関係性の知識・技術を習得す

るために体験的学習として「看護を学ぶための基礎」領域に、「対人

関係形成論（演習を含む）」を設置している。また、対人関係の習得

をするためには、一科目によって習得されるというよりは、むしろ

日頃の継続的な学習活動において意図的に取り組める仕組みによっ

て効果が期待できる。そのため、1 年次「基礎学習演習ゼミⅠ」を

通年で開講し、少人数制（10 名程度）により一貫した学習支援体制

を組み、基礎学習能力の向上、人間関係形成能力の支援および主体

性の育成をめざし、教育目的を達成するための段階的学習の一歩を

踏み出す教育方法を強化している。２年次は、「基礎学習演習ゼミⅡ」

を配置し、一貫した体制を組んでいる。 

学生生活および身体・心理要因において、学業に支障をきたす 

状況にある学生の場合、アドバイザー、学科長および教務委員等に

よる組織的な支援体制を組んでいる。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

看護学科では  

“人の命と健康を支えるために働く意欲のある人  ”  

 “人に尊厳の念をもって接し、他者と協調して行動できる人”  

 “探究心、向上心を持ち、積極的に学ぶ姿勢を持つ人”  

のアドミッション・ポリシーを掲げている。  

入学試験においては、多くの受験者からの選抜により、意欲の高い

学生の入学を望むものであるが、看護大学の増設および 18 歳人口の

減少により、難しい状況となってきているが、志願者総数の変遷を

見ると、2001（平成 13）年度 373 名、2002（平成 14）年度 421 名、

2003（平成 15）年度 449 名、2004（平成 16）年度 453 名、2005

（平成 17）年度 455 名、2006（平成 18）年度 364 名、2007（平成

19）年度）348 名、2008（平成 20）年度 360 名、2009（平成 21）



年度 425 名、2010（平成 22）年度 446 名と増加傾向にある。  

 2010（平成 22）年度は、開学から 16 年間の入試データ及び在学

生・卒業生の状況の分析を基に、学生募集および入学者選抜のあり

方を戦略的に検討した。  

その結果を受け、学生募集において、本学科が目指している看護

実践能力を育成するためのカリキュラムおよび在学生・卒業生の状

況を広くアピールするための紹介パンフレットの工夫とオープンキ

ャンパスでのプログラムの検討等、学科全体で取り組んだ。  

 更なる受験生の増加に結びつけるために他大学と差別化した教育

展開および教育内容を周知するための情報発信方法体制として、

2009（平成 21）年度大学ホームページに看護学科のサイトを立ち上

げた。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

大学全体として計画された、ファカルティ・ディベロップメント研

修において、自己の教育方法検討改善がなされた。  

 また、2009（平成 21）年度より九州沖縄の看護系大学で取り組ん

でいるケアリングアイランド九州沖縄構想の一環として、助教・助

手教育力の開発（ケアリングＦＤ）及び臨床実習指導者教育力の共

同開発（ケアリングＣＳＤ）を行っている。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

本学科は社会の要請に対応しうる専門的知識と看護実践能力を兼

ね、主体的学習活動ができる学生の育成を目指している。そのため、

段階的学習のための看護実践能力育成に向けた各教科目の位置づけ

と相互の関係性を明らかにし、段階的学習による教育課程を編成し、

その段階学習を支援するための基礎的学習能力、人間関係形成能力

および主体的学習態度の強化を図る構成となっているのが特色であ

る。 

・カリキュラムの実際的運用では、教員間の連携、授業単位および

時間数の設定、学生の自己学習環境の整備など、検討すべき問題に

ついて、修正および見直しのための会議を実施し、2009 年度のカリ

キュラムの運用を決定した。運用面における問題については、教科

間、教科を越えた連動と、随時、学科全体で共有し検討していくシ

ステムが機能してきていると考えられる。 

・2010（平成 22）年 4 月 1 日より保健師助産師看護師法の改正によ

り、保健師及び助産師の教育年限が 6 ヶ月以上から 1 年以上に改正

される。加えて、大学における保健師及び助産師教育のあり方が問

われている。本学科においても、2012（平成 24）年度教育課程改変

に向けて、検討会を立ち上げ、検討を開始した。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科の教育研究組織は、適切な規模で構成され、適切な組織運営

がなされている。組織運営は、大学組織および学科組織の連携を図

りながら、学科教育運営の充実を目指す体制となっている。 

学科における意思決定機関としての学科会議は機能している。 

学生からの意見聴取については、基礎演習ゼミ担当、アドバイザ

ーおよび科目担当より聴取されてものが検討され、改善が図られて

いる。保護者会は、約半数の出席がみられ、教員と保護者の意見交

換が活発に図られている。 

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

看護実践能力を目指した段階的学習カリキュラムを運用していく

中で、入学時における基礎学力の差は初年次教育に大きな影響を与

えている。そのため、基礎学習演習ゼミの担当教員および科目担当

教員との連携の下、学生個々の修学状況に合わせた学習支援を展開

している。結果、学業不振による退学者の人数が減少傾向にある。

さらに、基礎学力の補強のために、１年生に対し、数学力アップ講

座を開設し、2 年を経過したところ、一定の成果を収めている。特

に、苦手意識が強い学生には、数学に対するトラウマの排除にはつ

ながっている。 

授業の成果としての指標となる国家試験合格率については、看護

師国家試験は年々上昇していることから、一定の成果が実りつつあ

ると評価できる。国家試験合格を目指した学生の主体的取り組みを

支援するため、学生代表と教員が模擬試験結果を踏まえ、補講や個

別支援のあり方を検討し、学生の状況に対応した展開を行った。2

月末の自己採点結果では一定の成果が得られた。  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

基礎学習演習ゼミによる初学者の学習支援および学生生活支援に

より、1 年次退学者の減少に繋がっている。また、基礎学力不足に

よる学習支援に対しても、少人数制によるグループ学習により成果

を上げつつある。  

 2010 年度より、1 年次および 2 年次の縦のラインで結んだ基礎演

習ゼミⅠ・Ⅱが実施された。今後は、他科目との連動性やキャリア

デザインを描くための充実が望まれる。  



 学業に支障がある学生に対する学科としての組織的支援体制によ

り、早期の介入と継続的支援体制が組まれ、卒業に至るケースがみ

られ、成果を上げている。  

 しかし、心理的要因を抱える学生の内、治療的関係や専門機関の

支援が必要な学生への支援には、大学組織の体制として、まだ充分

とは言えない。更なる有機的連携が必要である。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

18 歳人口の減少が見られ、福岡県内に看護系大学の新設が年々あ

る中、2008 年度、2009 年度及び 2010 年度における入試状況は、推

薦入試および一般入試とも本学科を志望する学生が増えていること

から、一定の成果は収めていると判断できる。  

 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

学内研修及び看護系大学間の取り組みにより、看護における教育

方法および教授方法の検討がなされている。  

今後、さらに体系的なＦＤのあり方による発展を必要とする。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 

 



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

現行カリキュラムの評価を基盤に、保健師助産師看護師法の改正を

受けて、2010（平成 22）年度より看護学科における教育課程のあり

方及びカリキュラムについての検討会が立ち上がり、2011（平成 23）

年度文部科学省申請、2012（平成 24）年度運用開始予定である。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科において、学科会議を中心に教員の意思を反映できる体制は整

っているが、専門分野別及び職位別、あるいは学生及び保護者に対

しての意見の反映方法について、更なる充実した体制整備を図る必

要がある。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

教育課程の編成や教育方法等についての検証を基に、2010（平成

22）年度より教育課程のあり方及びカリキュラムの検討を実施し、

2012（平成 24）年入学生からの新カリキュラム実施を目指す予定で

ある。 

 国家試験対策として、看護師および保健師国家試験 100％合格を

目指した具体策の検討および実践への取り組みを行う。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

2010（平成 22）年度より、基礎学習演習ゼミとして、1 年次及び 2

年次の連動した学習支援が実施され、自ら学ぶ者としての基礎を培

う 教 育 目 標 の 具 現 化 の た め に 更 な る ス テ ッ プ を 踏 み 出 し た 。    

しかし、心理要因を抱えている、特に治療や専門的機関の支援が必

要な学生に対し、学科の支援だけでは充分ではなく、大学組織とし

ての支援体制の充実が望まれる。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

更なる受験生の増加に結びつけるために、他大学と差別化した教育

展開および教育内容を周知するための情報発信方法体制として立ち

上げた看護学科サイト及び学科紹介媒体において、アドミッショ

ン・ポリシーの周知等効果的活用を目指す。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

看護教育方法の開発および教員個々の教授力の推進のため、学内研

修及びケアリングアイランド九州沖縄構想の研修計画を実施してい

く。  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

福 祉 学 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

新カリキュラムがスタートして 2 年たち、新設科目の開講が進行

している。また、国家試験の内容動向が捉えにくいなか、今日の社

会経済情勢を踏まえ新たに、養成課程が求められている専門性をど

のように学生に教授していくのか、教育目標と併せて洗練させてい

きたい。  

子ども家庭福祉コースの学生は３年生となり、保育実習が開始さ

れる。社会福祉士の実習指導のノウハウはあるが、保育という視点

から十分な準備の上実習に送り出したい。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

 各委員会や学科内での役割分担については、適性と担当年を考慮

し各教員へ依頼している。それぞれの教員がワーキンググループ等

を作って基本的な枠組みを提示しており、この協働する方向性は継

続したい。今後も日常的な教員間の様々な情報交換を継続していき

たい。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

 福祉・心理・養護教諭コースと子ども家庭福祉コースが学年進行

しているが、課題を掘り下げ今後に生かしたい。  

 福祉系の演習実習担当教員については一定の人数のめどがついた

ため、今後は内容の深化に務めたい。  

 国家試験対策は重要な課題であり、これまでの成果を踏まえて今

日の学生にあった指導の在り方を検討したい。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

 学生の状況については日常の情報交換や学科会での情報交換を継

続し、個別の相談記録等を更に充実させたい。  

 学生の日常の学習態度の指導等は、実習等の態度に大きく影響す

るため、教員一同一致して細やかに指導したい。  

 発達障害学生の支援は３年が経過し、この間の指導の中で将来へ

の構えが徐々に形成されており、満足して卒業を迎えさせたい。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 新入生のみならず在学生についても教育目的・教育目標を再提示

し確認させ、各学年での授業に反映させたい。  

 昨年度及び今年度の学生の学習状況等を精査し、今後の入学受け

入れの資料としたい。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

 学生の状況に応じて対応できる教員の持つ技能・技術の向上に更

に務めたい。  

教員の専門性を生かしたインフォーマルな研究会での成果を教育

に応用している教員もあり、可能な限りフォーマルにフィードバッ

クできるよう試みたい。  

 

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

栄 養 学 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１０年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学科用） 

 

学 科 名  保健福祉学部 栄養学科  

作 成 者  学科長 南里宏樹  評価・改善責任者  学部長 工藤二郎  

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

栄養学科では、今年度より保健福祉学部全体の教育目的に基づいて、

栄養学科としての教育目的・教育目標を以下のように策定した。 

【教育目的】 

「人」と「食」の両面より栄養を総合的に理解し、人々の健康に貢献できる

管理栄養士および栄養士の養成を目的とする。 

 

【教育目標】 

1．栄養と健康に関する基本的知識と専門的技術を修得する。 

２．人々と積 極 的なコミュニケーションをはかり、専 門的 な知 識・技 術を実 践

に活かす能力を修得する。 

３．保 健 、医 療 、福 祉の他職 種との連 携 、協 働を円滑に進める能 力を修 得

する。 

4．保 健 、医 療 、福 祉 の制 度 を理 解 し、幅 広 い視 野 を持 って判 断 する能 力

を修得する。 

5．「栄 養 」の総 合 的 な理 解 に基 づき、人 々の健 康 の保 持 増 進 、疾 病 の予

防・治療に貢献できる能力を修得する。 

 

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科の運営および教育研究に関する様々な事項についての意思決定

は学科会で行っている。学科会は、専任教員をもって構成され、学

科長が召集し、その議長となっている。定例の学科会は、毎月 1 回

開催され、緊急の案件に関しては、随時、臨時学科会を開催してい

る。学科会で検討した報告事項・審議事項については、その記録を

栄養学科の構成員全員に回覧して内容の確認をしたのち、議事録と

して保存している。特に重点的な対策が必要になる問題については、

学科内に別に小委員会を設け、そこにおいて集中的に討議され、実

行計画などの対策案を作成し、最終的に学科会で討議・決定される。

現在は、国家試験対策についての小委員会が設けられている。  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

栄養学科では、“食”と“人”の両面より“栄養科学”を総合的に理

解できるように、総合人間科学科目と専門教育科目からカリキュラ

ムが構成され、専門教育科目はさらに専門基礎分野と専門分野とか

ら構成されている。各科目は、学年の進行とともに、ほぼこの順序

で開講されている。  

１．総合人間科学科目について  

本学の建学の精神である「感恩奉仕」に基づく人格形成と人間の

総合的理解のためには、幅広い教養と豊かな人間性の涵養が不可欠

である。そのために「文化と宗教」、「心身と健康」、「環境と情報」、

「国際社会と現代」の 4 つの分野からなる総合人間科学科目が設定

されている。宗教、哲学、心理、教育、英語などの社会科学・人文

科学系の科目、さらには栄養の専門科目を学ぶために基礎となる、

化学、生物学、情報科学などの基礎科目が設定されている。  

２．専門教育科目：専門基礎分野について  

専門基礎分野の科目については、主に“人”に関連するものとし



て、解剖・生理学、生化学、病理学、臨床基礎医学、公衆衛生学、

健康管理学等の科目が、また、主に“食”に関するものとして、食

品学、食品加工学、調理学等の科目が１学年より順次開講される。

これらの科目の理解を深めるために、それに関連する実験・実習科

目が同時進行で開講さている。また、栄養教諭一種免許状およびフ

ードスペシャリストの資格取得のための科目も設定され、学生の幅

広いニーズに対応している。  

３．専門教育科目：専門分野について  

専門基礎分野に引き続き、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、

臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論等の専門分野の科目が設

定されている。また、これらの科目に関連する実習・実験が併行し

て開講されている。さらにこれらの科目の総合的な実践の場として、

総合演習および臨地実習が設定されている。臨地実習では、実習に

向けた事前指導、直前指導、実習中の指導および事後指導を徹底さ

せ、大学で学ぶ知識や技術と実際の現場での体験を総合的に関連づ

け、実務者としての応用能力を高めることを目標としている。 

また、3 年、4 年次には、実際の栄養士活動に従事している管理栄

養士を招聘し、現場の経験に基づいた実践的な知識・技術の指導によっ

て、管理栄養士としての学 生 のモチベーションを高めることを目指

している。さらに、総合演習を最終学年に設定し、4 年間に学んだ知識・技

術 の総 決 算 として、実 践 力 の総 合 的 な育 成 を図 っている。また、管 理栄養

士活動の実践の場において、チーム医療の一員として他職種と協

働・協調する能力を高めるために、「看護学」、「社会福祉学」等の科

目についても、看護学科、福祉学科との連携の下で教育を行ってい

る。また、今 年 度より、本 学の関 連 施 設である高 齢者 複 合 施設 「ふれあい

の里 とばた」における保 健 福 祉 学 部 の３学 科 （福 祉 学 科 、看 護 学 科 、栄 養

学科）合同の実習を、1 年生と 4 年生を対象として実施した。 

以上のように、教育課程の全体的な編成方針は、「基礎から応用

へ」、また、「講義から実習へ」、「知識から実践へ」という流れのな

かで、栄養学の総合的な理解が可能になるように科目が設定されて

いる。  

４．管理栄養士国家試験対策について  

管理栄養士国試対策として、栄養学科内に国試対策委員会を設置 

し、管理栄養士演習カリキュラムの計画、採点・結果集計の効率化、

国家試験過去問題・模擬試験問題のデータベース化などの対策を実

施した。また、今年度も引き続き、講義形式の演習以外に問題を配

布して自分で学習させる自学自習形式の演習を取り入れた。また、

今年度は、模試業者による年 6 回の全国模試以外に、学内模試を 4

回追加し、前期・後期の定期試験と併せて、毎月１回、模擬試験を

実施した。 

１)国試対策の演習及び補講として、通算 295 回（講義形式 248 回、

自学自習形式 47 回）実施した。 

①管理栄養士演習：年間合計 120 回(90 分/回) 

前期（演習Ⅰ、Ⅱ） 60 回   

後期（演習Ⅲ、Ⅳ） 60 回 

②通常の演習以外の国試対策講座：合計 175 回(90 分/回) 

補講：前期 57 回 

後期 34 回 



夏季レベルアップ講座(4 年生全員を対象)： 

夏期休暇 18 回（3 回/日×6 日間；講義・自学自習形式） 

直前講座： 66 回（講義形式 19 回及び自学自習形式 47 回） 

③学内模擬試験 ６回（前期・後期試験の 2 回を含む） 

④全国模擬試験 ６回 

2) 試験問題の採点・結果集計の効率化および過去の国家試験問題・

全国模擬試験問題のデータベース化 

マークシート方式の導入による採点時間の短縮、模擬試験の集計結

果を踏まえた教育・指導法の改善、および国家試験過去問題・模擬

試験問題のデータベース化を実施した。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

学生支援は、アドバイザー制度を採用している。一人の教員がアド

バイザーとして、各学年６～８名の学生を担当している。但し、4

年生で卒業研究・ゼミを履修する学生については、卒業研究・ゼミ

を担当する教員がアドバイザーを兼任している。  

学生の履修状況、出席状況について問題があった場合は、担当科目

の教員より学生アドバイザー、卒業ゼミ担当教員へ随時報告される。

また、学科会でも問題点が報告され、学科全体で情報を共有できる

よう努めている。さらに、学期末には教務課より担当アドバイザー

の教員に、学生の履修・単位取得状況が一括して報告される。  

学生の生活上の問題、健康上の問題についても、基本的にはアドバ

イザー教員が担当するが、学科会で全員に報告され、必要に応じて

保健室および臨床心理カウンセラーとも協力して、学生の生活支援

にあたっている。また、卒業後の就職・進路支援については、就職

課の協力のもと、栄養学科の就職委員が中心となって、臨床栄養分

野、公衆栄養分野、一般会社などの分野別に、それぞれの専門教員

と共に学生への指導・助言を行っている。  

栄養学科では、栄養学科全学生への連絡網を整備し、必要に応じて

該当する学生への連絡がとれる体制をつくっている。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

アドミッション・ポリシーについては、今年度策定した栄養学科の

教育目的・教育目標にしたがって、“栄養”の分野で人々の健康に貢

献できる学生を選抜するという方針のもとに選抜試験・面接を実施

している。本年度より、栄養学科として新しく以下の 3 項目をアド

ミッション・ポリシーとした。  

１．栄養と健康の問題に強い関心を持ち、人々の健康に貢献したい

と考えている人  

２．人とのコミュニケーションが円滑にとれ、協調性のある人  

３．栄養の面から、教育・スポーツなどの分野でも活躍したいと考

えている人  

入学者の選抜は、一般入学試験 (前期・後期 )、大学センター試験

利用入試、ＡＯ入試、また、指定校推薦入試、併設校推薦入試、一

般公募推薦入試、卒業生子女推薦入試、キリスト教信者推薦入試な

どを実施している。今年度も、指定校推薦枠は昨年と同様とし、指

定校推薦の評定平均値も昨年と同じ基準で実施した（指定校推薦：

福岡県下の 119 校を含め九州・山口などで合計 471 校、指定校推薦

の評定平均値の基準 3.5 以上）。  

 



 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

FD については、栄養学科全体の統一したプログラムとしては実施し

ていないが、各教員が、適宜、授業に対する学生の授業評価、要望

などを参考にし、教育法の改善に努めている。学科会では、授業に

ついての意見交換なども心がけている。また、学外で実施される管

理栄養士養成校の教員に対する教育研修講座については、積極的に

参加できるよう、学科の教育予算で参加費用を補助し、教員の教育・

研究能力の向上に役立てている。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

栄養学科ではこれまで、実験・実習の補助を、助手 1 名、教育支援

職員 5 名および短期雇用職員 2 名の総勢 8 名によって、原則として

1 科目 2 人の体制で実施してきたが、今年度入学の新 1 年生の学生

数が 120 人を上回ったため、短期雇用職員を新たに２名追加採用し、

補助員を 1 科目 3 人に増員して、十分な教育効果が上がるように努

めている。  



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

栄養学科の教育目標に沿って、管理栄養士に求められる専門的な知

識と実践的能力を修得させるために、総合人間科目、専門科目等の

カリキュラムが適切に配置され、実施されているものと考えている。 

また、今年度より、栄養学科の教育目的・教育目標を学生により周

知させるため、学年はじめのオリエンテーションにおける説明のほ

かに、栄養学科の学内掲示板、助手室などにポスターを掲示してい

る。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科会では、様々な課題について協議や情報交換が行われ、学科の

意志決定が行われている。また、各専門分野の教員の間では、日常

的な情報交換も活発に行われている。各教員の教育・研究に対する

多様な考え方を尊重しつつ、学科全体の合意点を見出すように務め

ている。  

今年度は、年度末で退職となる 2 名の教員の後任人事が実施された

が、後任決定者の辞退などにより、結局、2 名とも適切な後任者を

得ることができず、来年度、あらためて再公募することになった。

後任人事が不調に終わったのは、後任人事に対する学科としての方

針の決定・確認が不徹底であったこと、また、それにより後任人事

の開始が遅れたことも原因の一つであったと考えられる。次年度の

再公募の際には、この点を十分反省し、改善していく必要がある。  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

１．大学における講義および実習・実験、また管理栄養士活動の臨

地実習などにおいて、基礎学力（国語力、計算力など）の不足を

痛感する。これまで基礎学力の改善のため、いくつかの取り組み

が実施されているが、まだ十分ではない。  

２．今年度より栄養学科の必修科目の講義については、一クラス約

50 人の二クラス体制で実施することになった。そのため、教員の

講義負担はかなり増加したが、少人数クラスになることによっ

て、学生の授業に対する集中度も上がっていると思われる。これ

により教育効果も改善されることを期待したい。  

３．臨地実習に際し、実習先の担当指導者より、実習学生の社会人

としてのマナーおよび常識の欠如が指摘されている。このような

社会常識・マナーに関する教育も日頃から実施する必要がある。  

４．今年度入学の新 1 年生の学生数増加にともない、十分な教育効

果を上げるために、短期雇用職員を新たに２名追加採用し、1 年

生の実験・実習の補助員を 1 科目 3 人に増員して実施している。 

また、1 年次に実施される調理学実習は、現在の調理実習室では

収容能力が不足するため、１クラスを二つに分け、二つの実習室

で、同時併行で実施する必要があった。そのため、現在の担当教

員に加えて、非常勤講師１名を配置し、教員２名の体制で実習を

行った。将来的には、3 年次に実施される給食栄養管理の実習に

ついても、同様の対応が必要である。  

５．2010 年度もカリキュラムにある管理栄養士演習以外に国試対策

の補講を実施した。今年度の国試対策関連の演習回数は、通常の

演習が 120 回、演習以外の特別補講が 175 回、合計 295 回の演習

を行った。国試関連科目を担当する 13 名の教員が各分野の国家

試験問題の出題数に応じて担当するコマ数を分担した。分担コマ

数は、担当教科でばらつきはあるが、年間 1 人平均約 22.7 回で

あった。担当教員の協力により、そのうちの約 3 分の 2 の演習を

通常の講義以外の補講として実施した。また、国試担当科目以外



の教員についても、毎月実施される模擬試験の監督、試験問題の

取りまとめ、採点・集計などに協力してもらった。学内模試や全

国模試のほとんどは時間割の都合上、土曜日に実施せざるを得な

かった。今年度の国試対策でも、昨年同様、自学自習形式による

国試対策を併用し、一定の効果があったと思われるが、今年度も

成績下位者の国試対策講座への出席率が悪く、前期試験終了後、

学期途中などに該当する学生を呼び出し、個人面談による指導を

のべ３回実施した。  

 2010 年の本学科の管理栄養士国家試験の合格率 (2009 年度の国試

対策対象学生 )は 60.9%で、全国の大学新卒の平均 (78.7%)に大き

く及ばなかった。国試対策そのものは、比較的成績が良かった昨

年 (2008年度の国試対策対象学生：本学合格率 73.3%、全国 74.2%)

と基本的には変わらないが、昨年度は最後まで、成績下位の学生

の国試に対するモチベーションを上げることができなかったこ

とが反省点として挙げられる。  

５．フードスペシャリスト資格認定試験が今年も実施され、本学か

ら 46 名が受験し、43 名が合格した。本学の合格率は 93.5%（昨

年 94.6%）で、全国平均を上回った。  

６．本学科では合計２名の教員が科研費を取得し、研究を遂行して

いる。優れた研究を実施することは、本学科の教育を最新の内容

に維持するためにも、必要欠くべからざることである。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

4 年生の学習支援 (特に国家試験対策 )については、今年度よりアドバ

イザー担当の学生、卒業研究・ゼミの担当学生を基本として、1 人

の教員が 10 人前後の学生の学習支援をするグループ指導体制を開

始した。教員の努力により、学生への支援が効果を挙げつつある例

もあるが、学科全体としてはまだ十分に成果が挙がっているとは言

えない面もある。ただ、学習を自主的にできる学生とそうでない学

生の二極化が顕著になっている中で、自主的に勉強ができない学生

に対しては、このような少人数指導 (あるいは個別指導 )が重要であ

ることは、他大学の成功例からも明かである。  

栄養学科全体については、各学年とも単位不合格者が依然として多

い。また、毎年数名の休学者・退学者が出ていることについても、

今後その対策を十分検討する必要がある。講義出席不良の学生、学

業成績不振の学生については、アドバイザーの教員が保護者への連

絡をとり、保護者の協力を得ながら、学生指導を進めている。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（受入れ方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

今年度から新しく策定されたアドミッション・ポリシーは、大学案

内のパンフレットの配布、および大学説明会やオープンキャンパス

などでの大学紹介によって、本学科への進学を希望する生徒に周知

させるように努めた。  

2010 年度の入学生 (127 名 )は、入試合格者の入学率が例年の予想を

大きく上回ったため、入学定員を超過した。定員の超過は教育効果

が上がりにくく、今後、このようなことがないように十分注意する

必要がある。  

今年度は、推薦入学の学生数が全体の 47%で 50％を下回ったが、依

然として入学試験を受験しないで合格した学生が 50%近くを占めて

いることは、国語力や計算力などの基礎学力の低下、自主的に勉学

できる学生の減少などの問題との関連について、注意する必要があ

る。  



フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

FD に関する学内研修会、また、授業改善のための模擬授業などに参

加したが、今後のさらに FD をすすめ、指導力の強化を図る必要が

ある。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

栄養学科の実験・実習は、きわめて広範囲にわたるため、業務内容

はきわめて複雑多岐であるが、教育支援職員の高度の能力と業務に

対する熱意に支えられているのが現状である。  

また、今年度入学の新 1 年生の定員超過にともなう対策として、短

期雇用職員を新たに２名追加採用し、1 年生の実験・実習の補助員

を 1 科目 3 人に増員し、十分な教育効果をあげるように努めた。  

 



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

栄養学科では、現状に記載した如く５項目を教育目標とした。学科

の教育目標が達成されているか否かは、卒業生の実社会での評価に

如実に反映されるものと思われる。栄養学科の前身である短大食物

栄養科は、教員・卒業生の努力により、確かな社会的信頼を勝ち得

てきた。栄養学科においても、この良き伝統を受け継いで、豊かな

人間性と高度の専門性を備えた学生の教育に最善の努力をする必要

がある。  

 

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科内の各教員の多様な考え方を尊重しつつ、それぞれの考え方の

利点・欠点を相互に補う形で、よりよい学科運営に向けて努力する

必要がある。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

カリキュラム・教育活動に関する改善・向上方策としては、昨年度

の１～５で述べたことと基本的に同様であるが、それを一層、充実

徹底させる必要がある。  

次年度より管理栄養士のキャリアサポート教育の一環として、1 年

生に対して、栄養学概論をオムニバス形式で開講する予定である。  

また、国家試験合格率の向上を目指して、新たな国家試験対策の検

討・計画の立案に取り組む必要がある。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

アドバイザー教員、卒業研究の担当教員などによるきめ細かい学生

支援体制を整備し、留年、休学、退学などの事態をできるだけ未然

に防ぐことが重要である。連続して欠席している学生、問題を抱え

ている学生などを早期に把握し、“声かけ”などを通じて積極的に学

生を支援する必要がある。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

“学力試験”の判定によらない入学生が多数を占めることについて、

これからの大学教育にどのような影響を与えるか、注意深く検討す

る必要がある。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

栄養学科のこれからの課題として、今後、積極的に改善に取り組む

必要がある。  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

教育支援職員が 2007 年度より栄養学科の所属になり、従来に比べ

ると実験・実習の補助、国家試験対策、学科内の各種行事などへの

参加・協力などがより円滑にいくようになった。  

 



 

 

 

 

 

 

 

英 語 学 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１０年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学科用） 

 

学 科 名  人文学部 英語学科  

作 成 者  学科長 L. D. ｳｰﾙﾌﾞﾗｲﾄ 評価・改善責任者  学部長 阿部 弘  

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

 英語学科は教育目的を「英語によるグローバル・コミュニケーシ

ョン能力をもち、国際的視野と地域的視野に立って思考し、自主的

に行動できる有能な人材を育成することを目的とする」とした。そ

してその下に次の６つの教育目標を掲げた。 

1. 英語に関する幅広い知識と運用能力を修得する。 

2. 英語によるコミュニケーション能力を高めるための情報技術の

幅広い知識と運用能力を修得する。 

3. 異文化理解を深めるためのグローバルな知識と思考能力を修得

する。 

4. 現代社会の実態を学際的にとらえるために必要な知識とそれを

表現する発信力を修得する。 

5. 社会の平和と発展のために人々と協働し、連携できるコミュニケ

ーション能力を修得する。 

6. 国際的視野と地域的視野に立って問題を探求し、解決に向けて行

動する能力を修得する。 

 英語学科では現在、新旧カリキュラムが同時進行して行く中で、 

授業だけではなく学科で謳っている「英語使用空間」を有効活用し

ながら、学生が上記教育目標に近づけるように努力している。 

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

 英語学科の教員構成は次の通りである。構成人員７名のうち教授

５名は全員男性 (含ネイティブ・スピーカー２名 )、准教授１名は女

性、講師１名も女性となっている。  

 意思決定の在り方としては、学科に関する件は学科会で決定して

いるが、２学科に関わる場合には、観光文化学科との合同会議を開

催し、全体協議をする場合がある。  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

 英語学科では全学共通の「総合人間科学」の４分野である「文化

と宗教」「心身と健康」「環境と情報」「国際社会と現代」の各領域か

ら必修科目を含め 24 単位以上を修得させる。同時に「専門基礎科目」

から 34 単位、「専門基幹科目」より 24 単位以上、「専門展開科目」

からは 34 単位以上、「演習・研究」より８単位修得し、合計 124 単

位以上修得で卒業が可能になる。カリキュラム上は観光文化学科と

一部重複する科目以外は学科独自に動いている現状である。加えて、

2010 年度より改訂された新カリキュラムが導入されているため、現

在は新旧カリキュラムがやや複雑に稼働している点は否めない。こ

のような中においても、新カリキュラムの導入は順調に推移してお

り、今後の運営が楽しみである。  

 教育活動としては「英語使用空間」を謳い文句に毎年学生に還元

するための各種行事を展開している。４月から翌３月までの具体例

は次の通りである。  

・ 保護者懇談会 (４月と 12 月 ) 

・ Cherry Blossom Festival 

・ English Lectures(５・６・７・10・11・１月 )(詳細はホームペー

ジ参照 ) 



・ English Camp(５月 ) 

・ Mallory Cup English Contest)(９月 ) 

・ Zion English Speech Contest(９月 ) 

・ Halloween Party(10 月 ) 

・ Christmas Intensive(12 月 ) 

・ Movie Night(随時 ) 

・ Free Conversation in the Native Speaker ’s Offices(随時 ) 

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

 他学科と同様英語学科でもアドバイザー制度があり、１・２年次

では持ち上がり、３・４年次においても原則的にゼミ単位での持ち

上がりとなっている。このことにより、いかなる場合においても、

学生に関する要件に関しては、アドバイザー、学科長、学部長等で

対応できるようになっている。また、学科会においては毎回学生の

動向は報告事項の対象になっており、学科の全教員が周知している

ことである。  

 支援内容としては授業内での学習支援は当然のことであるが、学

科内の各種行事を通しての支援、また、就職活動に関する支援等も

各ゼミ単位でなされている。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 英語学科では、アドミッション・ポリシーとして以下の５項目を

掲げている。  

1. 英語に関心があり、自立的に学習する態度を身につけている人。  

2. 英語コミュニケーション能力を身につけ、社会で役立てようとす

る人。  

3. 異文化の理解を深め、自国の文化を発信する能力を高めたい人。  

4. 世界の出来事に関心があり、積極的に他者と関わることに意欲を

もっている人。  

5. 高い倫理観と感謝の気持ちをもって、地域社会に貢献したい人。  

 入学者選抜方針に関しては、複数の志願者資格を設け、受験の窓

口を広げる体制を取っている。それらは次に示す通りである。  

①一般公募推薦入試  ②卒業生子女推薦入試  ③キリスト教信者推薦

入試  ④指定校推薦入試  ⑤併設校推薦入試  ⑥一般入試 (前期・後期 ) 

⑦センター利用入試  ⑧AO 入試  ⑨社会人入試  ⑩帰国子女入試 ⑪

外国人留学生入試  ⑫３年次編入学試験  

 ①〜⑫の中で実際にアドミッション・ポリシーを通した受け入れ

が可能な場合となると、⑥・⑦以外のすべてに該当する。この中で

も主な項目は①・④・⑤・⑧である。現実的には入学者のほとんど

は⑥・⑦を利用するのであるが、彼らはいわゆる筆記試験の利用者

であり、アドミッション・ポリシーが反映されているとは言い難い。 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

 本来ならば学部・学科別に独自性を出しながらの FD 活動が実施

される時代になっているのは理解できるが、現状においては保健福

祉学部の一部で実施されているような状況には至っていない。授業

に関しては、授業力に秀でた人もあれば、一生懸命取り組んでも学

生の心に響かない結果になる人もあるであろう。時間にゆとりがな

いというばかりでは、このギャップは埋まらない。  



教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 人文学部所属の教育支援職員は３名で、授業に関しては英語学

科・観光文化学科の専任・非常勤教員並びに学生の教育支援に携わ

り、授業で必要とされる資料の印刷、授業の補助等が主な役割であ

る。  

 授業の補助以外では、学内における学部・学科諸行事へ積極的に

関わっており、学外宿泊研修にも帯同している。また、3 人共英語

が理解できるため、外国人学科長としてはなくてはならない存在で

あり、大変助かっている。  

 教育支援職員は、毎月、原則的には第一月曜日に、人文学部長・

英語学科長・観光文化学科長とのミーティングを行い、学部・学科

の運営に関する情報交換を行っている。  

  



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

 既述した６つの学科目標に学生が到達するために、学科教員は与

えられた仕事に関しては最善の努力がなされていると考える。例え

ば、入学時のプレースメントテストによる緩やかな習熟度別クラス

編制による指導体制、英語四技能の徹底指導、キャンパス内におけ

る授業以外での「英語使用空間」の充実、海外諸大学との相互交流

の拡大等は学科の教育目標を十分に踏まえたものであると言える。  

 残念なことは、充実した教育目標があるにもかかわらず、勤勉さ

に欠ける学生の存在も否定し難いため、今後は教員が一体となって

学生指導に当たる必要がある。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

 今年度は女性講師１名の採用があったため、現時点では構成人員

７名 (男性５名、女性２名 )となっている。  

 意思決定の在り方としては、学科の意見は尊重されているため、

学科会は民主的に運営されていると言える。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

 新旧カリキュラムが同時進行している現状においては、開講科目

が複雑に交錯している部分が生じているので、非常勤講師への依存

度が多少高くなっているのは否めない。この状態は次年度までは続

くが、旧カリキュラムでは２年次以降はほとんどが選択科目のため、

同一名で次年度開講する科目に関しては同時開講にして、効率を上

げる努力をしている。  

 教育活動においては、同項目の現状の部分に掲げた学科関係の諸

行事に関しては「英語使用空間」を意識した授業内外での連携活動

が実行されている点は評価できる。但し、学科行事であるにもかか

わらず、学科教員の全面的な協力体制ができていない部分 (例えば、

English Lecture への全員参加 )も散見されたことは残念な点であ

る。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

 学科が掲げた数々の行事を毎年遂行して行くのは容易なことでは

ないが、この行事遂行支援を通して多くの学生が英語学科の教育目

的・目標に沿って歩んでいることは評価できる。しかしながら、授

業以外の行事にはほとんど無関心な者も若干名存在するのは残念で

ある。出欠はとっていても、正規の授業外なので、受講者の意識に

多少の気の弛みがあるのではなかろうか。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 １年前に策定されたアドミッション・ポリシーは、実際に活用さ

れたとすれば次年度の入学生に対してということになる。英語学科

における志願者の現状は 2006 年度を除けば定員 60 名を下回る年が

続いており、アドミッション・ポリシーに準じた選抜はしにくいの

が現状である。  

  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

 保健福祉学部と比較して後塵を拝しているのは FD活動であろう。

年に一度の職員研修会において、学科の代表者による「私の授業の

進め方」に代表者を出しているが、学部・学科独自の会は開催され

ていないので、ここをあえて問題点として提示したい。  



教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 上記現状の個所で記載した通り、教育支援職員は概ね学部・学科

の要求に応えているという点は評価できる。勤務時間に関しては、

極力時間内で仕事を終える体制になっているが、授業開講中はフレ

ックスを取り、５時限の授業が終了する時間までは学生支援が可能

な状況になっている。あえて問題点として出すならば、支援室と教

務課窓口が別棟にあるため、非常勤講師からの緊急の要望に応えに

くい場合があるということであろう。  

 

 



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

 学科で掲げた教育目的・教育目標は、まず専任教員がそれを十分

に理解して教育に従事する必要があるのは当然のことであるが、現

時点において非常勤講師にまで及んでいるとは思わない。同じ教育

に携わる者として、このことは至急に改善されるべきであると考え

る。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

 今年度若手教員が講師として採用されたことにより、英米文学関

連の科目への不安は解消されつつある。年齢層に関してはまだ高齢

化の状況にあり、30 代〜40 代の教職課程教員を新規採用できれば

やや解消されることになる。  

 意思決定の在り方は現状通りで良いと思われるが、月１回の学科

会では時間制限もあり、どうしても月２回程度の開催に至ってしま

うのは仕方ないことであろう。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

 新カリキュラム導入の１年目は順調に推移している。例えば、２

年次の後学期に半年留学を希望している学生には CAMPUS LIFE

に選考条件を明記しているので、今後もその方向で勉学に励んでも

らうことになる。教職課程履修者に関しても、１年次の専門基礎科

目の成績がすべて「良」以上である旨の明記があり、これまでの教

職課程履修者と比較すると意識が前向きになっている。その結果、

現役の教員採用試験合格者を出すのも夢ではなさそうである。  

 教育活動全般に関して言えば、教員が一致団結して、入学した学

生を４年間で一人前に仕上げて世に出すという姿勢で取り組めば、

地域社会に受け入れられやすい結果になることであろう。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

 現在の学生支援を継続させながら改善・向上を図るとすれば次の

ようなことになろう。  

・ 学生個人の問題点や改善された点等の詳細な４年間の記録を残

すためのデータベースを確立する。  

・ 英語の資格取得を積極的に勧め、卒業時までに TOEIC・英検等

の最低基準 (例えば 650 点、２級等 )を CAMPUS LIFE に明記する。 

・ 就職活動をサポートするために、社会人の卒業生や、企業人を招

いた講演会への参加を義務づける。但し、この件は予算の裏付け

が前提となる。  

・ 教職課程履修者が教員採用試験に合格するためのサポート体制

を強化する。  

・ 日本語教員養成課程修了証取得のサポート体制を強化する。  

・ 国際交流における海外での留学・語学研修等への危機管理体制を

十分に確立させる。  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 入学定員確保に苦戦している現状を打破するために、学生募集・

入試対策の速やかな改善を図り、推薦入試や AO 入試において、本

当の意味で英語学科のアドミッション・ポリシーに合った学生を入

学させることができるような努力が必要である。  



フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

 年に２回学生から上がってくる授業評価を各教員がどのように捉

えているのか論議し、教育者としての共通の基盤を固めなければな

らない。学生の授業評価は、教員と彼らのコミュニケーションの賜

物であり、決して侮れないからである。その他、例えば、カリキュ

ラムは学科に属しているということ、カリキュラムの構造を十分に

理解すること、主要科目のコーディネーターとして非常勤講師との

コミュニケーションを主導的に取ること等は今後積極的に関わって

もらう必要がある。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

 海外研修に関わる事務処理、その他の起案処理等は問題なく処理

されている。  

 人文学部、特に英語学科においては新カリキュラムにおいて、海

外留学制度が確立された。学生課職員の留学予定者への手助けには

限界があり、今後は海外向けの学生の渡航手続きや、受け入れ学生

の世話に今まで以上に人手と時間を要することが予想される。従っ

て、万が一将来、国際交流センター設立の可能性があれば、そうい

う場所でのサポート役にもなり得るのではなかろうか。  
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２０１０年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学科用） 

 

学 科 名  人文学部 観光文化学科  

作 成 者  学科長 飯田一郎  評価・改善責任者  学部長 阿部 弘  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

教育目的  

「観光文化学科は、ホスピタリティのこころを育み、ツーリズム及

びビジネス全般に有用な基礎的教養と専門的能力を備えた人材を育

成することを教育目的とする。」  

 教育目標  

１．ツーリズムとビジネスの実務で必要とされる幅広い知識と  

技能を習得し、実践的な能力を習得する。  

２．英語と中国語の実用的な運用能力を修得する。  

３．実践的な情報処理の知識と技能を修得する。 

４．異文化理解を深めるためのグローバルな知識と思考能力を 

 修得する。 

５．現代社会の実態を学際的な視点でとらえ、問題解決に必要な 

思考力を修得する。 

６．ホスピタリティのこころと豊かな人間性を備え、国際的視野  

と地域的視野に立った思考力と行動力を修得する。  

 

 上記の教育目標を具現化するための学科の特徴は以下の通りであ

る。  

１．ツーリズム・コースとビジネス・コースの２コースの設置  

①ツーリズム・コースでは観光関連の語学を習得し観光関連諸学

や観光業に関する実務を学び、国家試験である「旅行業務取扱管理

者試験」（国交省管轄）に対応できる学力を習得させることに力点を

置いている。さらに高い専門知識を学ばせるために、a.欧米コース

と  b.アジアコースに分かれる。  

②ビジネス・コースでは国際問題、ビジネス関連英語、経営、経

済諸学を学び、ビジネスとそれを取り巻く関連諸領域について幅広

く学ぶ。  

１．ツーリズム・コースとビジネス・コースの２コースの設置  

①ツーリズム・コースでは観光関連の語学を習得し観光関連諸学

や観光業に関する実務を学び、国家試験である「旅行業務取扱管理

者試験」（国交省管轄）に対応できる学力を習得させることに力点を

置いている。さらに高い専門知識を学ばせるために、a.欧米コース

と  b.アジアコースに分かれる。  

②ビジネス・コースでは国際問題、ビジネス関連英語、経営、経

済諸学を学び、ビジネスとそれを取り巻く関連諸領域について幅広

く学ぶ。  

２．基礎教養につながる語学教育の重視  

 国際語であり観光業界の共通語である英語の習得のみならず、21

世紀に需要が高まると予測される中国語の学習にも対応できる語学  

科目を他大学の同学科よりも多く配している。学生に語学学習のよ  

り高い勉学意欲と目標を設定してもらうため国家試験である「通訳  

案内士（英語・中国語）」の資格取得に向けた講座も提供している。 



 

３．学際的知識の習得及び展開  

 観光及び観光産業が諸学門、諸産業を包括する部門であるだけに

学生にはツーリズム・コースとビジネス・コースの科目を取得でき

るよう選択の幅を広げ、その相乗効果を狙っている。また、自国文

化や欧米・アジア文化、国際交流、異文化理解、世界経済、国際ビ

ジネスといった人文・社会科学の融合された知識の獲得と学際的展

開を目指している。  

４．企業や地域社会への参加と交流  

 学生の社会参画とホスピタリティ意識の向上を目指して、企業へ  

の「インターンシップ」科目や、観光による町村振興につながる地

域社会への活動に参加できる機会を学生に提供している。  

５．海外交流による国際化の促進  

 欧米・アジアの大学で学ぶ「海外研修」科目を設置し、ゼミ教員

による海外研修（ヨーロッパ、アジア、国内）を実施してきた。ま

た、提携校からの留学生と学生の交流を通じて国際理解を深めるよ

う取り計らっている。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

学科の組織及び意思決定機関としては月に一度開催される定例学科

会（第 4 木曜日）と臨時科会が機能している。学科会の議題として

は、学生募集（入学者確保の維持）、就職（卒業生の出口確保）、学

生への教育内容や学科の将来への方向性に関する議論に時間をさき

たいところであるが、各種委員会の報告事項と個人の主張の調整に

時間を取られている現状である。生産性のある議論をして、将来に

向けた科内意見の一致を心がけたい。審議・決定した事項は議事録

に記載され、各教員に配付され訂正事項がある場合は各教員から書

記に連絡して、訂正議事録を再送し点検するようになっている。ま

た、各種委員会で処理できない学部・学科内の行事（保護者懇談会、

卒論発表会、就職活動報告会、海外研修報告会）に関しては学科内

委員を別途選出している。  

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

「学科の特徴」で述べたとおり、観光文化学科には、ツーリズム・

コースとビジネス・コースが設定されており、２コース制によるカ

リキュラム上の相乗効果を狙っている。学生は２年次にコース選択

を行う。それぞれのコースにはコース必修科目が設けられ、卒業論

文の提出が卒業要件となっている。  

 

カリキュラムの構成は、総合人間科学と専門教育科目から成り立ち、

合計 124 単位を取得することが卒業の最低単位数になっている。  

Ａ．総合人間科学  

 知識と教養を基礎にして総合的・分析的に問題を捉える能力を涵

養し専門教育への橋懸となることを目的に総合人間科学が設定され

ている。しかし、近年「ゆとり教育」世代の学生が入学し始め、「読

み・書き・算盤」の基礎学力を再教育する必要を痛感している。他

大学においても、同様のことが教養課程における問題となっている。

総合人間学課程でこの現状を改善する科目の設置が必要であると考

えられる。  

Ｂ．専門教育科目  

専門教育科目は、前述の教育目的・目標を踏まえたうえで、観光  



 

文化学科における教育内容の骨格を正しく把握させるために、基

礎・基本を重視しながら、体系的、展開的な学習が可能となるよう

に「専門基礎科目」「専門基幹科目」「専門展開科目」および「演習・

研究」から構成されている。これらの科目は語学、観光、異文化理

解、ビジネスといった分野を中心にしている。  

１．専門基礎科目  

 専門基礎科目は 1～2 年次に配置し、観光学とビジネスへの無理の

ない入門を果たす科目を導入している。ツーリズム・コースでは英

語関連科目と「観光学入門」「観光産業入門」が、またビジネス・コ

ースでは「簿記入門」が必修となっており専門へ無理なく進める基

礎力涵養が目的とされている。  

２．専門基幹科目  

  専門基幹科目は 2 年次から 4 年次に配置され、学生の興味、関

心に応じて科目の選択が可能となっている。専門基礎の理解のう

えに専門分野の基本をより具体的に理解するとともに、専門展開

科目を履修するに当たって、基本的領域について理解するための

科目群である。  

３．専門展開科目  

 専門展開科目は 2 年次から 4 年次に配置され、学生の卒業後の

進路に応じて科目の選択が可能となっている。専門基礎と専門基

幹科目で獲得した専門性をさらに深める科目群である。卒業後の

資格、職業に役立つための科目として「ＴＯＥＩＣ演習」「通訳ガ

イド演習」等の科目が設置されている。  

４．演習・研究  

  演習は 1～2 年次の「基礎演習」と 3 年次の「専門演習」が配置

されている。「基礎演習」では高等学校から大学教育への円滑な移

行を図ることを目的とし、文献を探し、読解、分析して、自分の

考えを表現できる基礎能力を習得することを目指している。3 年

次の専門演習では、希望する教員のゼミに入って、ゼミ教員の専

門に応じた指導を受けることになっている。3 年次の「専門演習」

が 4 年次「卒業研究」に連結して学生は研究の名に値する卒業論

文を提出することになっている。上記の演習・研究科目は 1～4

年次まで全て必修科目となっている。3，4 年次の 2 年間に同じゼ

ミ教員の指導を受けることで学生は大学への帰属意識が高まるこ

とが期待されている。  

2010 年度から新入生を対象として、少人数の学生で編成された

「プレゼミ」の授業が新たに導入された。「プレゼミ」では「大学

とは何か」「大学で何を学ぶか」という大学で学ぶ方向性を示すこ

とが前提になっている。具体的には、『知へのステップ』『女性の

品格』『オニババ化する女たち―女性の身体性を取り戻す』『地球

貢献国家と憲法―提言・日本の新戦略』等のテキスト、新書を使

ったり、新聞を利用したりして学生の読書習慣を確立し、要約、

発表できる能力開発に焦点を置いている。また、大学生活を新た

に始める新入生の不安を解消し、学生が孤立し退学することを防

ぐ目的も図られている。 

 



 

2006 年度入学生には専門基幹科目から 16 単位、専門展開科目 36

単位とバランスを欠く最低取得単位の設定であったが、年度毎に改

善してゆき、2010 年度入学生は専門基幹科目 24 単位、専門展開科

目 24 単位、さらに専門基幹及び専門展開科目から 15 単位取得とバ

ランスの良い配分の最低取得単位を提示できるようになった。その

結果、学生から各カテゴリー別最低取得単位に関する不満は出なく

なった。  

 観光文化学科の特色として、国家試験「旅行業務取扱管理者」と

「通訳案内士」に対応する科目を設置している。「旅行業務取扱管理

者」については 1 年次の「国内旅行実務」と 2 年次の「海外旅行実

務」「アジア観光文化地理」「欧米観光文化地理」、2～3 年次の「観

光関連法規」の諸科目が対応している。また「通訳案内士」には「通

訳ガイド演習 I～ IV」の科目が対応している。履修科目以外にも教

員による課外講座や夏期講座を学生に提供して、意欲ある学生の期

待に応えている。その結果、学生の国家試験への意識も高まり「旅

行業務取扱管理者」の合格者数は観光系の大学では高い数字を出し

ている。「通訳案内士」は難度の高い国家資格でもあり、現役合格は

厳しいといえるが、社会人になって勉強を続ければ取れない資格で

はない。事実、「通訳ガイド演習」を聴講した卒業生が合格している

（別添資料―１参照）。また、国土交通省も難易度を下げる検討をし

ているので本学学生には将来有利になると期待できる。「旅行業務取

扱管理者」の合格者推移は下記の通り。  

 

 国内旅行業務取扱管理者  総合旅行業務取扱管理者  計  

2010 年      4 名      8 名  12 名  

2009 年  18 名  なし  18 名  

2008 年  9 名  4 名  13 名  

2007 年  5 名  
（人文学科 5 名）  

2 名  
（他に人文学科 1 名）  

7 名  
 

2006 年  2 名  
（人文学科２名）  

なし   2 名  

 

 国内では 4 名と大幅に減少した。これは今年度の「実務」問題の

難易度が例年より高かったことが原因である。しかしながら、総合

では 8 名と例年にない躍進を果たした。  

 体験型科目としては「海外研修」と「国内・海外インターンシッ

プ」があげられる。「海外研修」ではカナダの  British Columbia 

University と中国の旅遊学院で語学、文化の研修を行った。選択科

目である「インターンシップ」では 3 年生 58 名を対象に 8 月中旬

から 9 月下旬にかけて、観光文化学科教員が開拓した企業・官庁で

実習が行われた。企業での実習を修了した学生の報告書では学生の

成長が伺え、インターンシップでの経験は就職活動に対し貴重な体

験になっている。  

他学科とのカリキュラム上での取り組みでは、語学や国際交流に関

係する観光文化学科の講義に英国ウインチェスター大学からの英語

学科留学生を招き、英国の観光や文化のレクチャーを行ってもらっ

ている。また観光文化学科の「海外研修」を英語学科の学生に、英

語学科の「海外研修」を観光文化学科の学生に開放して相互に単位



を与えている。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

１．学習支援  

 講義以外にも学生が教員の研究室を訪れ、学習相談や研究図書・

資料の貸し出しを行い勉学の指導を行っている。学習障害のある学

生は学科会にて取り上げ教員間で情報の共有化を図っている。教員

によっては研究室で多様な催しを行い学生が教員に相談し易い状況

を作り、学生の孤立を防いでいる。また、国家試験（旅行業務管理

者、通訳案内士）の課外講座を実施して学生を常に鼓舞している。

さらに、卒業生、同窓生にも国家試験の講座を開放し、難関の「通

訳案内士（英語）」の合格実績を出している。  

 「海外研修」「海外インターンシップ」や大連での「日本語実習」

に参加した学生による「海外研修報告会」を 12 月に実施して参加で

きなかった学生にその内容を理解してもらった。  

 4 年生の卒業論文の成果を 3 年生に示すため「卒論報告会」を 2

月に開催し、3，4 年生出席のもと各ゼミ代表者による卒論発表と質

疑応答が行われた。学生のアンケート結果では 3 年生に好評であっ

た。  

２．学生生活  

 1～2 年生はアドバイザー教員が、3～4 年生はゼミ教員が学習の

みならず、生活相談にも応じている。新入生は 5 月に１泊 2 日でフ

レッシュマンキャンプを実施して、新入生同士の交流やアドバイザ  

ー教員と学生との交流を深める機会を促進している。2010 年度は大

分県城島高原で実施した。学生アンケートでは好評であった。  

またゼミによっては国内・海外のゼミ旅行を春季、夏期に実施し

て学生の視野や世界観を広げることに寄与している。さらに、学生

を学外課外活動（東峰村田植え・稲刈り、門司栄町商店街活性化プ

ロジェクト）や北九州商工会議所主催による「北九州を発見」のプ

レゼンテーション大会、北九州空港見学や旅行業界のシンポジウム

に参加させ、学生と地域社会、業界との交流を促進している。  

３．進路  

就職に関しては、学科独自の「インターンシップ」による就業経

験が学生の職業に対する意識を高めることに貢献している。また、

教員の企業訪問により、人事担当者から必要とされる人材に関する

最新の情報が学生に伝えられている。その成果として「サンデー毎

日」（201 年 8 月 8 日号）の文系就職率ランキングでは首都圏、関西

の有名大学と並ぶ高い就職率を残している。九州の大学では No.1

となった（別添資料－2 参照）。人文学科の時代に比べ、就職率のみ

ならず、その質と内容は一部上場企業や総合職への就職が増加して

いる傾向がみられる。  

4 年生の就職活動とその成果を 3 年生に知ってもらうため就職内

定者による「就職活動報告会」を 11 月に開催し、アンケートの結果、

3 年生には好評であった。  



アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

学科の教育目標を踏まえた、観光文化学科のアドミッション・ポリ

シーは以下のとおりである。  

１．ツーリズムまたはビジネスに関心をもち、将来これらの分

野で幅広く活躍したい人。 

２．英語および中国語を学んで、その運用能力を向上させ、社

会で役立てようとする人。 

３．基礎学力を備え、自ら勉学する向上意欲をもち、筋道立て

て考えることを大事にする人。とくに、国家資格（旅行業

務取扱管理者、通訳案内士など）の取得に意欲的に取り組

もうとする人。 

４．人間の行動、社会のあり方に関心をもち、進んで社会や他 

者の役に立とうとする心を持つ人。 

５.  地域や社会に貢献できるための基本的な協調性や倫理観･  

使命感をもつ人。 

 アドミッション・ポリシーは観光業やその他のビジネス業界で活

躍し、地域社会に役立ち、組織内で協調性を発揮できる人材を目

指す学生の受け入れを意図している。アドミッション・ポリシー

は 2011 年度「学生募集要項」で明示されている以外にも、大学

案内の冊子、学科案内のリーフレット、ホームページ等各種の伝

達方法を用いて受験生やその保護者にも伝えられている。また高

校の教員に対しては高校訪問時に説明を行っている。 

 以上の伝達方法に加え、受験生およびその保護者にはオープン

キャンパス、高校の教員を対象にした入試説明会を通して、本学

科での教育の特色、カリキュラム、学生への学習支援、就職実績

などの情報を外部に発信している。 

 推薦枠で入学した学生が観光を学ぶうえで必要な基礎知識と

して、「日本地理」の課題を新入生に今年度より課すことにした。 

 高校訪問では、学科教員全員が春と夏に県内外を個別訪問して

いる。推薦の学生を送ってくれた高校には御礼をかねて訪問し、

学生の進路報告も行っている。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

語学教育では 1，2 年生は能力別編成にしているので、語学の担当

教員間でその成果を調査して、卒業時の伸び率を測っている。  

 専門教育では教授法を改善するための共同研究が実施されたり、

学会での発表が行われたりしている。また、観光教育に焦点を置い

た「観光教育学会」が新たに設立されているので、当学会からの情

報共有を試みているところである。  

 2010 年 5 月に本学で発行された「2009 年度授業評価報告書」で

は観光文化学科教員の評価点の平均は 3.17、最高点は 3.89、最低点

は 1.73 であった。この結果は全学部において最も高い数字となって

いる。学生による授業評価をもとに、教員による自己評価・自己改

善計画を提出することが実施されている。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

人文学部には３名の教育支援職員がおり、授業関係では、学生向

け教材のコピー取り、アンケートの実施・回収などの他、コンピュ

ータ実務、語学などの授業時間において、担当教員を補佐する業務

を行っている。  

 授業外では、学部・学科の行事（保護者懇談会、フレッシュキャ

ンプ、公開講演会等）において、学生からの出欠票の回収などの対



応、教員の補佐、資料の作成・発送などの業務を行っている。  

また、教員が研修日等で大学不在時における連絡を受け持っている。 



 

学科について  

（教育目標・

特徴など）  

評価できる点  

教育目標を具現化するための 2 コース制（ツーリズム・ビジネス

コース）において、学生はそれぞれのコースの専門科目を横断的に

履修できることが可能である。その結果、観光およびビジネスの知

識を修得し、学生の中で相乗効果を生んでいる。これが高い就職率

につながっているといえる。「幅広い知識と技能を修得し、実践的な

能力を修得する」とする教育目標に合致していると評価できる。  

問題点  

「国際的視野と地域的視野に立った思考力と行動力を修得する」と

する教育目標では海外研修先がアメリカ、オセアニア、中国にここ

数年限られてきているので、学生の要望に応えて、ヨーロッパや中

国以外のアジアも視野に入れねばならないことが問題点である。 

また地域的視野の涵養では、今年度から地域交流活動への学生参加

の実績ができたことから、さらなる拡大が期待できることが将来へ

の評価につながるものと考えられる。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

組織  

 観光を専門とする新教員の採用で今年度は組織の活性化がみられ

た。しかし年齢構成上、学科教員 8 名中、2 年後に定年を迎える教

員が 2 名、今年同時に 60 歳を迎える教員が 3 名、他 3 名は 50 歳以

上と教員の平均年齢が高齢化しているので、若手教員（30～40 歳代）

を採用して、さらなる組織の活性化が望まれる。  

意志決定  

 各種委員会の報告事項や意見の調整に大部分の時間を費やしてい

るので、生産性のある議論をして将来に向けた学科内意見の一致を

心がけたい。例えば、教育内容および教授法の改善、効果的な学生

募集、就職支援、将来を見据えた学科の構想等である .。  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

評価できる点  

１．「総合旅行業務取扱管理者」試験では前年比で大幅な合格者増が

みられた。  

２．難関である「通訳案内士」試験で「通訳ガイド演習」を受講し

た卒業生による合格者を排出した。  

３．プレゼミの導入により新入生と教員の信頼関係が早い時期に構

築され、現時点での 1 年生による退学者はいない。  

４．2010 年度カリキュラムのもとで、2011 年度入学者から履修登

録単位数の上限が定められた。この結果、学生は 1～4 年次の各学年

で平均した授業科目数を履修することになった。  

問題点  

１．「国内旅行業務取扱管理者」の国家試験では一部の試験科目が難

化したことにより、前年比で大幅に合格者減となった。  

２．2010 年度に 2011 年度以降の単位数の上限が審議された。この

ことにより、2011 年度入学者が選択科目を履修する際には、一人当

たりの履修科目数が減ることが予測される。2009 年度以前に設定さ

れた科目で継続される科目のうちで、履修者数の少ない科目におい

て受講者はさらに減少すると予想される。  

３．学科間での共通科目が少なくない。学部間では文系と理系の相

違があるので共通科目を設定する困難性がある。  

４．海外インターンシップで学生が契約外の宿泊施設に滞在させら

れたことがリスク管理上問題点となった。  



５．ゼミ学生代表によるシラバスへの不満、改善点を指摘する昼食

会が今年度は開催できなかった。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

評価できる点  

１．教員と学生の信頼関係は全般的に良く構築されている。  

２．学生を主体にした「就職活動報告会」「海外研修報告会」「卒業

論文発表会」は学生に好評でうまく機能している。  

３．東峰村グリーンツーリズム体験ツアーでは学生が田植え、稲刈

りを経験したり農家の主婦とも交流したりして、地域交流の促進

に役立った。  

４．門司港栄町商店街の「きもの日和」「なりきりこども店長」のイ

ベントに学生を参加させて市域活性化の取り組みを学ばせること

ができた。  

５．文系就職率ランキングでは本学人文学部が首都圏、関西の有名

大学と並ぶ高い就職率を達成し、九州の大学では No.1 となった記

事が「サンデー毎日」（201 年 8 月 8 日号）に取り上げられた。  

問題点  

１．国家試験の課外講座では特定の教員の負担となっている。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

１．受験者数について  

 指定校推薦と一般公募推薦の受験者数は前年並みとなったが、一

般入試前期とセンター入試は大幅減となった。  

 

受験者数の増減 

 2010-2011 年度 2009-2010 年度 

指定校・一般公募・

併設校推薦 

40 39 

外国人留学生 1 1 

AO 入試 3 8 

社会人・帰国子女 0 0 

一般入試（前期） 35 52 

一般入試（後期） 2 7 

センター入試 A+B 59 97 

   計  

   140140140140    

 

         204 204 204 204    

  

しかしながら、2 月 24 日現在で受験生の歩留まりが予想以上に高く、

入試課によると 81 名（定員 60 名）の学生が手続きを済ませたとの

ことである。不況により受験生も受験料を節約し、多数の大学を受

験するのでなく本命に絞った大学を受験しているといえる。 

以下、推薦入試と一般入試の増減を提示する。 

推薦入試  

学科教員の年間を通じた精力的な高校訪問により、推薦入試志

願者数は前年並みとなった。  

  （指定校 ＋ 一般 ＋ 併設校 ＝ 41 名（前年度 39 名）  

 



 

一般入試  

１．一般入試の前年比は減少となった。35 名（前年度 52 名）  

２．一般入試の志願者数  

 

2006 年度 43 名  

2007 年度 52 名  

2008 年度 36 名  

       2009 年度 43 名  

2010 年度 52 名  

2011 年度  35 名  

 

志願者数が毎年一定していない。2008 年度も 30 名台であったが

定員の確保は達成できている。今年度の減少の原因は福大文系と入

試日が重なったこと。経済状況が厳しい折、志願者（保護者）が受

験校の数を絞ったことが考えられる。その結果 2011 年度入学者の歩

留まり率が高かったことが考えられる。  

 

２．在籍者数 

    

        1 年次 84 名 

  2 年次 68 名 

3 年次 65 名 

        4 年次 71 名 

   合計 288 名 

 

 全学年の定員 240 に対し在学生は 288 名である。定員比率は 1.18

倍であるが、観光文化学科の専任教員数は 8 名である。1、2 年のア

ドバイザー、3，4 年のゼミ学生を一人の教員が 40 名近く抱えてい

ることになり、一人一人の学生に行き渡るきめ細かい指導が行われ

ているか懸念される点である。授業で直接会うことのない 1，2 年生 

に対する指導が手薄にならないよう気を使うことが肝要である。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

評価できる点  

前述しているように、2010 年 5 月に本学で発行された「2009 年度

授業評価報告書」では観光文化学科教員の評価点の平均は 3.17、最

高点は 3.89、最低点は 1.73 であった。この結果は全学部において最

も高い数字となっている。今後もこの数値を保っていけるよう学生

の満足度と理解度を高めた教授法を切磋琢磨する必要がある。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

現状で教育支援職員は授業時間中の非常勤講師や学生へサポー

ト、学科行事でのサポートなどが主な業務となっている。しかし、

支援職員にさらに学科業務に協力してもらい、学科として高度な活

用をできる方策が検討されるべきと考える。学科長の負担の重さに

照らし、教育支援職員がいわば秘書として学科長をより有効にサポ

ートする態勢（例えば、学科全体のデータ・情報の整備・保管など

を含む）が取られ、また、学生とのより緊密な接触が図られる方法

を検討した方が、学科の競争力を高める上で理想的であると考える。 

月に一度の学部長、両学科長および支援職員との会議は教員と支援

職員のコミュニケーションを図るうえで有用であると評価できる。  



学科について  

（教育目標・

特徴など）  

本学科は 2006 年度にスタートして第４年度である。学科の教育

目的および教育目標を具現化するためカリキュラムの改訂を行って

きた。学生や担当教員の意見を参考にして 2010 年度入学生からの

カリキュラムを大幅に改定した。  

 新カリキュラムの 2010 年度以降の運用状況を見ながら、また学

生の反応・意見を把握しながら、改善すべき点が出てくれば、改善

を検討し実行していくということになろう。  

学科の組織及

び意思決定の

在り方につい

て  

文系で、しかも地方の女子大の学生定員確保は厳しい現状である。

観光文化学科が毎年定員を確保できていることは、教員の努力と政

府による観光立国政策の宣伝促進が上げられる。この上げ潮にうま

く乗って、少子化による学生減を乗り切るためには自由闊達な想像

から生まれる発想力が必要である。観光文化学科教員は何事にも委

縮することなく、思考と行動の幅を広げ、将来にむけて確実な地歩

を保てる学科を目指し、学科内において自由闊達な雰囲気を備えた

学科組織となるよう心がけていきたい。  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） カリキュラム

及び教育活動

について（ 他

学部、他学科、

附 属 機 関 等 と

の連携を含む） 

将来計画のアイデア  

１．選択科目で、ＴＯＥＩＣ演習Ⅰ、Ⅱのように、二人の担当者で、

２コマ並べているような科目は、前後期１コマ開講で十分と考える。 

２．総合人間科学には人文学部内の共通専門科目が存在するが、専

門科目は、学科単位となっているので学科間での共通科目が少ない。

学部のポリシーも明示している以上、学部共通の人文系の専門科目

を増やす必要がある。  

３．全ての科目で少人数のクラスを目指すのは現実的ではないので、

講義型の授業では、一学年全員を対象とできる科目は、１コマ開講

とする以上の案件を実施することで非常勤講師の持ちコマを減らす

ことができる。  

教育設備  

語学系教員を中心とした人文学科から改組した観光文化学科であ

った経緯もあり、教育機器の予算も充分に組まれなかったので、観

光関連の設備、教材、資料の充実が必要とされている。大学レベル

で観光文化を教授するのに必要な設備として次のものが挙げられ

る。  

１．コンピューターソフト（航空時刻表、ホテル案内、出入国案内、

OAG(official airline guide)）のインストール  

２．運賃計算、発券用コンピューター（JAL または ANA、Apollo）、

および航空会社出身者による講習会で使用できる機器。  

３．世界地図、日本地図を教室でスクリーンに投射できる機器。  

 これらの専門教育で使用する機器以外でも、語学教育で使用する

ＤＶＤやＶＩＤＥＯが老朽化しており、2011 年 7 月からのディジタ

ル化への対応が遅れているので、対応機器の導入が急がれる。  

教員の採用  

最大の課題は、充実した教授陣の体制を整えることである。1～2

年生のアドバイザー、3～4 年のゼミ教員として、観光文化学科の教

員は一人当たり 40 名近くの学生を担当せねばならない。学生数 288

名に対し専任教員は 8 名（特別契約教員 1 名を含めて 9 名）であり、

1 教員当たりの学生数は全学科中、本学科が最も大きい。そのため、

教育研究全般、各種委員会の兼務などの面で、各教員への負担が過

重となっている。また専任講師の少なさが非常勤講師に大きく依存

する体制となっている。  



2010 年度より観光系の教員を新たに補充して、とりあえず一段階

といえる。その意味で、引き続き教員（当面、経済・ビジネス系の

教員）の補充を願いたいところである。  

学生支援（学

習支援・学生

生活支援・進

路支援など）  

１．学外活動の充実  

東峰村での田植え、稲刈りの活動を通じて農業および農村社会を

知る活動や門司港栄町商店街における地域活性化の活動等に学生を

さらに参加させ、大学生活の充実を図る。  

２．教員と事務部門との連携  

女子学生の大学への第一印象は「受付窓口の対応、トイレの清潔

さ、食堂のメニュー」によって決められるという統計がでているの

で、関連委員会に働きかかけてこれらの施設、サービスの充実を図

りたい。また、教員の授業評価が行われているように、事務関連の

サービスについても評価が実施され改善されることが望まれる。  

３．学生生活を支援する施設の充実  

木沢ゼミによる学生によるアンケートでは次の件が要望されてい

るので学科、学部をこえた取り組みとして改善できることを期待す

る。  

①昼食時の食堂の席不足  

②ＡＴＭの設置  

③正門の坂に手摺の設置  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

一般入試受験者増の対策  

一般入試の受験者数に毎年大幅な変動がみられる。一般入試の受

験生は相対的に学力の高い学生が多いので、一般入試の受験生の志

願者増が学生募集の健全性、安定性において重要である。一般入試

の志願者数を一定して増加させる方法として次の案が考えられる。  

１．入試日の検討：今年度は福大の文系入試と重なり、福大との併

願が多い観光文化には不利に働いた。  

２．一般高校生への媒体： 推薦入試の志願者数増は高校の担当教

員への訪問で対応できるが、一般入試は直接、高校生に訴える媒介

が必要である。  

３．現役学生の活用： 地元の高校でも観光文化学科の存在を知ら

ない教員や生徒がいるので、優良企業に就職が決まった本学科学生

に出身高校の進路指導部やサークルを訪ねてもらい、学科の口コミ

宣伝をしてもらう。学生の出張経費計上要。  

４．出前授業： 出前授業の充実。観光文化学科の限られた専門教

員と授業日程により出前授業に参加できない状況となっているの

で、観光、ビジネスを専門にする教員の充実が望まれる。現在、観

光文化学科ではアドバイザー（1，2 年）、ゼミ（3，4 年）の学生数

は教員一人あたり 40 名前後となっている。  

５．就職実績の公開： 本学科教員が汗をかいて開発した企業によ

るインターンシップや教員の会社訪問、就職課との相互連携により、

就職実績は文系女子大、総合大学の女子学生より内容と就職率にお

いて顕著な実績をあげているので、就職実績を高校生に直接訴える

方法と媒介が必要である。  

６．地域への浸透：地域活性化の活動（門司港レトロ、グリーンツ

リズム）に積極的に参加して、本学科の知名度を浸透させる。  



７．併設校との連携強化： 今年度は３名と志願者が増えた。  

８．カリキュラムの改正： ホテル、ウェディング業界を希望する

高校生、大学生が増えているのでウェディング関連の科目を増やし、

高校生の需要を取り込む。  

９．実業系高校の需要喚起： 高校生の就職率が低くなっているこ

とから、就職意識の高い実業系高校からの受験の掘り起こしを行う。 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について 

学生が講義に何を望むかによって、その評価の数値も変動する。  

忍耐力があり学力を高めたい学生であれば、講義に厳しく望み、必

要に応じて小テストを実施するような教員への評価が必然的に高く

なるであろう。また、安易に単位を取ることに拘泥し、アルバイト

に時間を向けたい学生であれば、密度が薄く楽しい授業をする教員

に、高くはないが平均的な数値が与えられるであろう。そのため、

学生の満足度の低い授業について授業参観や模擬授業を行うことも

一つの方策であると考えられる。ただし、学科長、教務委員には学

科の教員評価の結果が知らされていない。  

教育支援職員

について  

（栄養学科・

人文学部・短

期大学部） 

教育支援職員にもっと学科の業務に協力してもらい、学科として

さらに有効に活用できる方策が検討されるべきと考える。現在、学

部長の許可を得なければ教育支援職員に依頼できないという態勢で

あるが、学科長の指示の下でも機動的に活動する態勢、さらには、

学科長の秘書的業務（学科の記録・諸データの蓄積作業などを含む）

を取り扱うシステム作りが望まれる。  

 また、学生との接触を増やして、研修日や出張時の教員不在時の

学生に対する対応を強化する必要がある。そのためにも、支援職員

のオフイスに教員の研修日、出張計画が一覧できるカレンダーを開

示するという方法も考えられる。  

 







 

 

 

 

 

 

 

助 産 別 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２０１０ 年 度 点 検 評 価 改 善 用 紙 

（教育活動 学部用） 

 

学 部 名  助産別科  

作 成 者  別科長 浅生 慶子  評価・改善責任者  学長 植田 浩司  

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

 助産別科は、変動する社会のニーズに対応できる、実踐力ある助

産師の育成、対象を周産期にある人々のみではなく、女性の生涯に

わたる健康支援ができ、専門職として自立した活動ができる助産師

の育成を目標としている。そのために、実習時間は、指定規則 9 単

位に対し 13 単位を設定し、単に分娩介助だけではなく、継続したケ

アができるよう学生は一人の妊婦を受け持ち、妊娠・分娩・産後１

か月の家庭訪問を実施している。また、集団指導ができるように、

学生がパパ・ママスクールの企画・運営すべてを主体的に行い、受

講生から高い評価を受け、分娩時までよい影響を及ぼしている。  

 指定規則を遵守するためには、昼夜を問わず、長時間の実習にな

らざるを得ない。このことは、学生、指導者、教員の疲弊を招いて

いる。健康管理上も早急に改善しなければならない課題である。  

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

 助産別科会の構成員は 3 名である。この状況で十分な議論をして

物事をきめることは困難である。ほとんどが連絡事項で終わってい

る。  

現規則では、人事の決議権は、教授 1 名であり、将来的には考慮す

べき課題であろう。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

 教養教育ではないが、学内において、看護学科、福祉学科、栄養

学科の教員に、その領域の講義を担当してもらっている。  

別科の学生は、他学科の教員、学生との交流の中で、新しい知識

や領域の専門性を学ぶことの意義は大きい。  

 

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

1.生命の尊厳と、他の人々を尊ぶことのできる人  

2.助産師を志す明確な目標と意欲のある人  

3.助産師教育を受けるにふさわしい基礎学力のある人  

4.地域社会において活動するために協調性や倫理観をもつ人  

5.助産に関する学問と実踐の深さとよろこびを学びたい人  

 

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

 助産別科独自のＦＤ研修会は実施していないが、大学で開催され

るＦＤ研修会は、教員、助教全員参加し、その後各々が授業に生か

している。  

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

状 

教 員 組 織 の 整 備 に

ついて（専任・兼任、

年齢、専門分野のバ

ランス、教育実施に

あたる責任体制等） 

 助産別科は、教授、講師、助教をあわせて総員 5 名の定員である。

前期は、助産師学生を実習に出す準備として 6 月までに演習を終了

しなければならない。演習は全員体制で坦当している。同時に看護

学科の講義・演習も担っている。10 月からの実習は、2 名の教員が

看護学生の実習のため約半年不在である。その間助産師学生は、4

診療所・医院、3 カ所の病院で実習をしているが、教員は複数の施



 

設を担当せざるを得ない。さらに、病院からは教員の終日配置の希

望が出ている。  

教員の年齢は、教授を除き、経験豊富な成熟した年齢構成である。  

同数の学生実習を行うのに、小児領域は、教員、助手 3 名体制であ

るのに、母性はなぜ 2 人でいいのか疑問である。教員は助産師学生

の指導もあり、また夜間の指導で疲弊している。  

指定規則の配置でよいという声もあるが、本学助産別科の特殊性

（85％が開業医による実習）も理解してほしい。  

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

 助産師の教員は、学歴は当然必要と考えるが、分娩施設が複数に

わたること、夜間の分娩がある場合教員が直接指導を行うことが求

められている。助産師としての十分な実務経験は採用時考慮される

べきである。  



 

 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

 教育の目標にそってすすめてきたが、講師の都合で順序性が適切

でないこともあった。しかし、学生のがんばりで国家試験 100％合

格できた。学歴、職歴、年齢、既婚、未婚、多様な背景の学生が入

学してきたので指導が難しかった。病院の都合もあったが分娩介助

10 例にみたない学生が 5 名いたことは残念であった。国家試験終了

後 3 月 15 日まで実習しなければならない学生が 1 名あったことは

反省点である。学生や保護者からの苦情がなかったことは幸いであ

った。  

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

 構成員 3 名の会議は、短時間で終了するがこのままでいいのか疑

問に思う。内容は助産別科に関することが多く、助産に関係ないこ

とは省略される。構成員は大学の教員であるから、大学全体の問題

を知ることで所属意識が生まれるのではないか。助教・助手に関係

ない事柄もあるので別科教育会議の議題にできないこともある。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

 現在問題になっている子どもの虐待について、虐待防止を専門に

行っている講師を予定していたが実現できなかった。次年度は是非

実施したい。他学部の講師にはその専門性を生かした講義を依頼し、

学生の評価も高いので今後も継続していきたい。別科長としては、

栄養学科、短期大学部生活創造学科の講義を担当している。今後も

希望があれば継続したい。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

アドミッション・ポリシーとい言葉がわからなかったという学生が

いた。常識かもしれないが、もう少し平易に「本学はこんな人を求

めています。」など表現を考えた方がいいのではないか。広報活動に

も一考を要すると考える。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

 大学で計画されたＦＤ研修会に参加し、その後各々が講義に生か

している。  

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

 看護学科母性実習の責任所在が明確ではなく、看護学生の実習開

始時のあいさつ、実習反省会の出席など別科の学生と同時にしなけ

ればならないことは荷が重すぎた。責任者は口約束ではなくきちん

とした文書でもって責任を明確にすべきである。現状ではこの組織

自体に問題がある。  

自 

己 

評 

価 

（評
価
で
き
る
点

・
問
題
点
な
ど
） 

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

 2010 年度は、1 名の講師、1 名の助教が新採用となった。5 人中  

2 人の新人で助産と次世代の両方を担うのは負担が大きかった。  

また、家族の不幸や本人の体調不良があった場合、介護のための

配慮や休養を考慮してやれなかったことは申し訳なかった。助産師

資格をもつ教員の採用は全国的に難しいので、早めに採用計画をた

てなければならない。現状では、教員が定着するかどうかも見てい

かなければならない。  

 



 

 

学部について  

（教育目標・

特徴など）  

別科開設から 4 年目を迎えた。教育目標の変更は考えていない。し

かし、いま最も必要とされている災害時の助産活動、院内助産管理、

国際活動がぬけていた。助産管理は、次年度カリキュラム改正時現

行の 1 単位から 2 単位にしたい。  

学部の組織及

び意思決定の

在り方につい

て（教授会に

ついて）  

 構成員 3 名であり、別科会ではほとんどが報告事項で終わってい

る。会の性質上討論する場ではないことは承知しているが、短時間

に問題なく終わることが必ずしもよいことなのか疑問に思う。  

 別科では毎週 1 回助産別科教育会議をもち、教育がスムーズに行

えるよう協議をし、検討している。  

 現規則では、人事に関する決議権は教授 1 名であり、教授 1 人で

人事が左右されることは今後検討しなければならない課題と考え

る。  

教養教育につ

いて（他学部、

附属機関等と

の 連 携 を 含

む）  

 現在も看護学科、福祉学科、栄養学科の教員に講義を担当しても

らっているが、それぞれの専門を新しい情報も取り入れ教授してい

ただき、栄養学科の教員には、パパ・ママスクールの栄養指導も担

っていただいている。福祉学科の教員には、地元助産師の卒後教育

をしていただき高い評価を得ているので今後も継続したい。  

アドミッショ

ン・ポリシー

（ 受 入 れ 方

針・入学者選

抜方針）につ

いて  

 アドミツション・ポリシーについて、入学生に入学前から知って

いたか否か調査した結果、知っていると答えた学生は 1 名のみであ

った。表現または広報について検討課題ではないかと考える。  

 助産別科では、助産師希望が多いことから門戸を広げ、学歴、年

齢を問わない方針である。このことは当分継続してもいいと考える

が、推薦入試枠については検討することが必要である。理由は、開

設時地域貢献や地元産婦人科医会からの要望もあり、地域からの医

院、診療所で働く看護師若干名を推薦枠の対象としてきた。しかし

地元からの入学希望者も少なく、卒業生も就職しない実態から、見

直す時期がきているのではないかと考える。  

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ

ッ プ メ ン ト（ＦＤ）

について  

 看護教育・助産師教育に特化したＦＤ研修会を計画している。  

テーマ「看護教育における状況的学習論の展開」  

 

改 

善 

・ 

向 

上 

方 

策 

（
将
来
計
画
） 

教 員 組 織 の 整 備

について（専任・

兼任、年齢、専門

分野のバランス、

教 育 実 施 に あ た

る責任体制等） 

 現在助産別科の教員は 5 名配置されているが看護学科との兼坦を

見直さなければ教員の負担は大きい。分娩は実習時間内にあるとは

限らない。むしろ夜間に多い。現在学生の分娩介助実習の 85 パーセ

ントは開業医で担ってもらっている。開業医は、夜間助産師は 1 人

勤務であり、学生指導はできないので教員が学生指導をすることを

求められている。教員の住居も近隣とは限らず交通手段がなく、医

院の休憩室を借用することもある。夜間勤務をして翌日そのまま勤

務させることは健康管理上してはならないと考える。  

 看護学生の母性実習の責任の所在が明らかではなく、やむを得ず

一部は別科長が対応しているが、助産師学生の実習もあり限界があ

る。また、福岡市内の病院実習は看護学生だけの実習であり、実習

の際は病院の寮を借用しているが、生活指導や病気時は寮母さんに



 

大変な迷惑をかけている。早急に対策を検討していただきたい。  

  

教員の採用・

昇任の方針及

びその運用に

ついて  

 採用にあたっては、学歴・業績は当然必要であるが、助産別科の

性質上実務経験を重視していただきたい。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

生活創造学科 
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